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1

議 事

○髙橋部会長 国際裁判管轄法制部会第２回会議を開催いたします。

冒頭に，資料等の説明を事務局からいたします。

○佐藤幹事 資料の御説明をさせていただきます。部会資料８は事前に送付させていただいて

いることと思います。本日は，部会資料６の差し替えと，参照条文ということで，商法，会

社法の関係の参照条文を席上配布させていただいております。諸外国が締結している条約に

ついての資料を差し替えさせていただいた趣旨は，目次とページをつけて少し見やすい形に

させていただいて，議論をする上で混乱がないようにということで，少し体裁を整えさせて

いただいたものでございまして，特に内容自体に変更はございません。

以上が資料の御説明です。

本日の進行ですけれども，第１回会議の席上お諮りした予定の中には不法行為地について

の議論も行うということで，部会資料にも入れさせていただいたのですが，今回内容が盛り

だくさんということもございまして，差し支えなければ，不法行為地に関する特別裁判籍の

議論は次回にさせていただければと考えているところでございます。

○髙橋部会長 それでは，第１，普通裁判籍の１，自然人についての説明をお願いします。

○齊藤関係官 部会資料８の１ページから２ページを御覧いただければと思います。本文は自

然人の普通裁判籍に関する規律について御提案するものです。

まず，①において，被告の住所が日本国内にある場合には，日本の裁判所の国際裁判管轄

を認めることとしています。

その次に，②において，住所がないか又は住所が知れないといった被告については，被告

の居所が日本国内にある場合に，日本の裁判所の国際裁判管轄を認めることとしています。

さらに，③において，日本国内にも他の国にも被告の住所も居所もない，あるいは，知れ

ないといったときに，被告の 後の住所が日本国内にあった場合に，日本の裁判所の国際裁

判管轄を認めることとしています。ただし，「 後の住所」ということの立証が困難であると

考えられることから，被告が訴え提起前に日本国内に住所を有していたと認められるときに

は，原則として日本の裁判所が国際裁判管轄を有するものとした上で，被告が日本国内に住

所を有していたよりも後に，原告が訴えを提起するまでの間に外国に住所を有していたと認

められる場合には，日本の裁判所に国際裁判管轄がないものとしております。

以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。

○髙橋部会長 自然人ですが，住所を基本にして案ができております。どの点からも，あるい

は，どなたからでも御意見を賜ればと思います。

○古田幹事 確認なのですけれども，３項に「外国に住所を有していた」という言葉が出てま

いります。住所という概念は国によって違い得ると思うのですが，ここで言っている「外国

に住所を有していた」ということは，法廷地国である日本の住所概念を前提に判断するとい

う理解でよろしいのでしょうか。

○佐藤幹事 今，古田幹事のおっしゃったとおり，生活の本拠地がどこにあるかということで

判断すべきではないかということを前提にしているところでございます。

○古田幹事 要するに，当該外国の住所概念ではなくて，日本の住所概念を基準として判断を

するということですね。
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○佐藤幹事 はい。それを前提にしたものでございます。

○髙橋部会長 山本弘委員。

○山本(弘)委員 今，御指摘のあったところですけれども，国際裁判管轄に関する調査研究報

告書の段階では，「外国に被告の住所があったことが明らかであるときは」という文言になっ

ておりまして，この「明らか」をとったことに何か特別な意味があるのかということだと思

われます。連想するのは，法令違反を理由とする上告理由で「明らか」というのは意味がな

いと言われているところがあるのですが，それを連想したものですから，この点を確認させ

ていただきます。

○佐藤幹事 確かに，報告書の段階では，「明らか」という要件を付加しているわけですけれど

も，実際上は明らかかどうかということで争いになる可能性があると，かえって混乱するの

ではないかということで，事実として認定ができるのであれば，それが明らかであるかどう

かを問わずに管轄を認めることでいいのではなかろうかということで，「明らか」という要件

をここでは入れなかったという趣旨でございます。

○山本(弘)委員 ③の管轄の場合には，現在，被告に対する送達場所がないので，公示送達に

恐らくなるのだろうと思います。そうすると，ただし書の形をとっていますけれども，被告

の反対立証というのは現実には期待できないわけですよね。国際裁判管轄ですから，職権調

査，さらに職権探知ということになるので，「明らか」という文言があることで，言わば職権

を発動しなければならないのは，かなりあやしい場合に限られるというニュアンスが明らか

にあるのかなとも思っていたので，その前提として「明らか」をとった理由は何かというこ

とをお聞きしたのですが，そういう配慮は別段ないということですね。

○佐藤幹事 ええ。

○鶴岡委員 これも確認だけですが，日本に住所を有していた外国人について調査をしたとこ

ろ，出国をした記録があるけれども，現在，どこにいるか分からないというような状況の場

合には，事案次第ではあろうかと思うのですけれども，外国に住所を有していたという推認

を働かせて処理をするということでよろしいのでしょうか。

○佐藤幹事 そこは今，鶴岡委員がおっしゃいましたように，何のために出国したかというこ

とにもよるかと思いますので，事案ごとに裁判所が判断することになろうかなと考えており

ます。

○鶴岡委員 はい，分かりました。ありがとうございます。

○石橋委員 住所と居所というのはどういうふうに違うのですか。

○齊藤関係官 住所というのは，各人の生活の本拠という概念でございますが，居所というの

は，住所に比べると定着度がより薄いということになるかと存じます。

○佐藤幹事 具体的には，住所はそこに生活の本拠として住んでいるというものであり，居所

はある程度の期間はそこに住んでいるというか，そこにいるわけですけれども，住所と言え

るほどではない，例えば，長期間どこに滞在しているとか，生活の住所は別にあって，ある

ところに下宿をしているとか，そういうのが例として挙げられることが多いかと思います。

○石橋委員 そうすると，例えば２週間ぐらい海外に行ったときに，そこで事故を起こしたと

きの裁判の管轄権は日本にあるという解釈でいいのですか。

○佐藤幹事 海外に滞在した場合に，どのくらいの期間をもって居所というかというところは，

終的には解釈の問題になると思うのですけれども，２週間の場合は居所とまで言えないの
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ではないかと，個人的にはそんな感じがいたします。

○髙橋部会長 自然人については大体よろしいでしょうか。

それでは，法人その他の社団又は財団の説明をお願いいたします。

○佐藤幹事 それでは，法人に関する，まず普通裁判籍の関係を御説明しまして，事務所・営

業所所在地の特別裁判籍につきましても併せて御議論いただければと存じます。

部会資料８の２ページ以降のゴシック体を「本文」と便宜上呼んでおりますけれども，２

ページの本文を見ていただければと存じます。

３ページの①のところです。これは，被告が法人その他の社団又は財団である場合に，主

たる事務所又は営業所を普通裁判籍の基準とすることを提案させていただくものでございま

す。主たる事務所又は営業所が法人の言わば住所にあたるということで，そこに普通裁判籍

を認めるという趣旨でございます。

それから，②は日本国内外に事務所又は営業所がない場合又は知れない場合に，その代表

者その他の主たる業務担当者の住所を普通裁判籍の基準とするというものでございます。

③は甲案，乙案に分かれておりまして，それぞれ御説明させていただきます。

まず，甲案につきましては，普通裁判籍といたしまして，①，②の場合に限定をするとい

うことでございます。ただ，この場合も特別裁判籍で認める範囲がございますので，普通裁

判籍と特別裁判籍とを併せて考慮する必要があるかと思いますけれども，乙案のような形で

の普通裁判籍は特に認めないというものでございます。

乙案は，そこに記載してございますように，外国会社その他の外国の社団又は財団につき

まして，被告の日本における代表者の住所が日本国内にあるとき，その場合には日本の裁判

所に国際裁判管轄を認めるというものでございます。

乙案の背景の御説明を少しさせていただければと思います。４ページの参考を御覧いただ

ければと存じます。乙案の背景には，商法，会社法の改正がございまして，その御説明を参

考でさせていただいております。まず，平成１４年の商法改正前は，営業所の設置義務がご

ざいました。ところが，平成１４年の商法改正におきまして，日本で継続的に取引をしよう

とする外国会社につきまして，営業所の設置義務が撤廃されました。ただし，日本国内の事

業者保護という観点から，日本における代表者は定めなければならないものとされまして，

その代表者の権限につきましては，会社の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をな

す権限を有するものと規定されておりました。

この商法改正の趣旨を４ページの（２）乙案についてという中に書いております。商法改

正におきまして，営業所の設置義務を撤廃しつつ，日本における代表者を定める義務を設け

た趣旨は，事業者保護という観点から，国内の取引先がその外国会社を被告とする訴えを日

本の裁判所に提起することを可能ならしめる点にある。すなわち，日本における国際裁判管

轄の点を考慮して規定を置いたということが説明されております。このような趣旨から乙案

が出てきています。

その後，会社法の改正におきまして，５ページの３行目から書いてあるところですけれど

も，日本に住所を有しなければいけない代表者は少なくとも１名と改正されるとともに，外

国会社の日本における業務に関する権限をその代表者が有すると改正されたところでござい

ます。

改めて３ページの本文の乙案を見ていただきますと，外国会社は，今，営業所を設置して
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いるものと設置していないものがあるのですが，一律に日本における代表者の少なくとも１

名は日本に住所を有しなければいけないとされていることを前提に，そういう場合には日本

の裁判所に国際裁判管轄を認める。したがって，日本において営業を継続しようとする外国

会社については，乙案によりますと，原則として普通裁判籍としての管轄が認められるとい

うことになろうかと思います。

これをマレーシア航空事件に即して記載させていただいたのが５ページの参考２でござい

ます。マレーシア航空事件の事案は，こちらに記載したとおりですけれども，甲案によりま

すと，普通裁判籍はないということになりますが，特別裁判籍で義務履行地あるいは財産所

在地の管轄が認めるかどうかという形で処理されることになろうかと思います。他方，乙案

によりますと，この事案でも日本における国際裁判管轄が認められると。ただ，これは普通

裁判籍ですので，事故で死傷した日本人の方に限らず，理論的には乗客であれば日本で裁判

を被告に対して起こせるという結論になろうかと考えているところでございます。

マレーシア航空事件につきましては，飛行機事故における被害者保護という観点からも議

論がされておりますので，５ページの参考３はワルソー条約，モントリオール条約について

若干記載をさせていただいたものでございます。

５ページの参考４は，乙案によりますと，訴えに係る請求と国内の業務が必ずしも関連性

を要求されないわけですけれども，そういうことが問題になった事案ということで御紹介さ

せていただいたものでございます。この事案は，原告の船舶をカリフォルニアで差し押えた

のが不法行為だということで日本で訴訟が起きたのですが，日本における被告の事務所が不

法行為として請求されているものとは全く関係のない業務を行っていたという例でございま

す。

以上が甲案，乙案の説明でございます。

引き続いて，特別裁判籍の御説明をさせていただきたいと思います。

１２ページを御覧いただければと思います。１２ページの案のつけ方が混乱を招いてしま

うかもしれませんが，ここで甲案，乙案と呼んでいるものは，先ほどの普通裁判籍で言いま

すと，甲案に対応するものでございまして，あるいは，甲Ａ，甲Ｂ，甲１，甲２といったほ

うがよかったのかもしれません。ここでいう丙案は普通裁判籍でいう乙案に対応するもので

ございます。

甲案の①は，今の国内法上の事務所・営業所の特別裁判籍と同様の趣旨でございます。す

なわち，国内に事務所又は営業所を有する者を被告とする訴えについて，その事務所又は営

業所における業務に関するものという限定を付した上で，日本の裁判所に国際裁判管轄を認

めるということを提案するものでございます。

次に，②のＡ案とＢ案でございますが，これは対象とする範囲の相違でございまして，Ａ

案は外国会社に対するものを想定しております。Ｂ案はもう少し広く非営利法人も含むよう

な形で書いているものでございます。

②の案がどこから出てくるかということでございますが，１３ページの（２）本文②につ

いてという中で御説明させていただいております。先ほど申し上げましたように，平成１４

年の商法改正で営業所を設置する義務がなくなったということになりますと，外国会社の場

合は営業所がある場合とない場合があるということになるわけですが，営業所がある場合は

①が適用になる。ところが，営業所がない場合には①は適用にならないので，それをどうす
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るのかということで，その場合にも特別裁判籍に相当するものを認める必要があるのではな

いかというところが根本的な発想でございます。

ただ，現在の会社法の規律を前提にしますと，営業所の設置の有無にかかわらず，日本に

おける代表者の選任義務を負うということになっておりまして，その権限が日本における業

務に関する行為に限定されているということを踏まえて，今の②の案では営業所の設置の有

無にかかわらず，日本における業務の範囲内に限って国際裁判管轄を認めるということを提

案させていただいているものでございます。

なお，②は，「日本における代表者を定めている外国会社」という表現を使っておりますけ

れども，これは会社法第８１７条１項にいう「日本において取引を継続してしようとする」

外国会社という意味で使っているものでございます。

そうしますと，①と②の関係がどうなるのかにつきましては，１３ページの（３）で記載

しております。①の営業所の管轄は，主体が個人，法人を問わないということになっており

ますが，②は外国会社又は外国の社団法人ということで範囲が若干違うということ。それか

ら，①は営業所に着目したものであって，②は代表者の住所が日本にあるかどうかというこ

とに着目したものと，若干観点が違ってくるのではないかと考えているところでございます。

そうしますと，①と②の場合で，例えば外国会社が日本における代表者を定めていて，か

つ，日本国内に営業所がある場合，これは①も②も妥当してくるということになりますので，

そのあたりの重複をどう考えるかということが１４ページの参考１に記載してございます。

この重複を避ける形で切り分けようとしますと，①から外国会社を除いてしまうということ

も考えられる。あるいは，②は営業所を設置していない場合に限定するということも考えら

れようかと思いますけれども，①の規律から外国会社を除くとなりますと，例えば営業所を

日本に置いているけれども，それが海外の事業も統括しているというような場合に，営業所

の業務とはいえると思いますが，その会社の日本における業務と言えるかどうかというとこ

ろに疑義が生じるのではないかということが，１４ページの１の中盤に書いてございます。

また，②の規律について，営業所を設置していない場合に限定してしまいますと，会社法

の規律が，営業所の有無を問わず，日本における業務に関するものについて，代表者に権限

を与えているということとの整合性をどう考えるのかという問題が出てこようかと思います。

以上のように，抽象的に議論をしてきましたが，具体的な設例としてはどのようになって

あらわれるだろうかということで，具体例に即して御議論の素材にしていただければという

ことで記載させていただいたのが，別紙の「設例の検討」というものでございます。これは，

【基本設例】に書いてございますように，Ａ社というのは，日本において継続的に取引をし

ようとしている外国会社で，Ｂ社というのは日本の会社を想定しております。この外国会社

も日本で取引をしていると。ウェブサイトなども開設しまして，日本語で日本の顧客向けと

いうことを念頭に置いておりますけれども，そのような基本設例を記載させていただいてお

ります。

その上で，１から３までは，Ｂ社がＡ社にものを売っている場合でございまして，４はウ

ェブサイトからＢ社が買っているという想定です。１から３までにつきましては，１は外国

会社の日本における営業所の取引ですので，先ほど申しました甲案の①の状況を想定しまし

て，国内の規律でも管轄が認められるような状況を想定しております。

２は，営業所を通じるのではなくて，Ａ社とＢ社が本社同士で，ファクシミリでもＥメー
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ルでもいいのですけれども，直接にやりとりをして取引をしているというような状況を想定

しているものでございます。この場合，営業所の設置の有無によって管轄に関する議論が変

わってき得るか，あるいは，契約地が影響するかというような観点から，ここで※で注記さ

せていただいております。

３は，日本における業務とは一番遠いところにあろうかと思いますけれども，日本の会社

が海外に出ていくような形で，海外の支店を通じて取引を行って，支店を通じて取引が完結

していると，もちろん契約自体はＡ社とＢ社になろうかと思いますけれども，そういう事例

を想定しているものでございます。

４番目は，Ａ社の開設しているウェブサイトが例えば日本語で構成されている場合に，Ｂ

社がそれを見て取引をするというようなことを想定しております。

議論の素材として具体例を検討させていただいたものでございます。

以上が甲案でございまして，引き続き，１４ページに戻っていただきまして，乙案の説明

をさせていただいております。乙案は，営業所の設置の有無にかかわらず，被告が国内で継

続して取引を行っているかどうかという実態に着目して管轄を定めるという考え方であると

理解しております。

後に，丙案でございますけれども，丙案は，普通裁判籍に関する乙案に対応するもので

ございます。

御説明が長くなってしまいましたけれども，御審議のほどよろしくお願いいたします。

○髙橋部会長 まず 初は２ページの普通裁判籍に関する御意見をいただければ有り難いと思

います。

○横山委員 普通裁判籍の甲案について確認させていただきたいのですが，先ほどの佐藤幹事

の御説明ですとマレーシア航空の事件は，もし甲案を採って，特別裁判籍でも日本における

業務関連性を問題にすると，あとは不法行為地と義務履行地の管轄でいくしかないというこ

とをおっしゃったと思われるのですけれども，研究会の報告では消費者契約関係で消費者の

住所地という管轄権があるのですが，これでは説明ができないという御趣旨なのでしょうか。

○佐藤幹事 消費者の関係は消費者のところでまた議論させていただければと思っております

ので，特に明記していませんけれども，除外して御議論いただければと考えております。

○髙橋部会長 山本委員，どうぞ。

○山本(弘)委員 抽象論になって恐縮なのですけれども，４ページの参考１にあります，平成

１４年の商法改正の段階の外国会社の日本における代表者の代表権の範囲に関する条文は，

「会社ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」という書き方にな

っており，これは，現行民訴法第４条第５項の普通裁判籍としての外国会社の営業所又は日

本における代表者の住所地によって管轄を認めるというのと，恐らく平仄を合わせているの

だろうと思うのです。

ところが，現在の会社法の下での代表者の代表権の範囲を見ると，「当該外国会社の日本に

おける業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為」となっています。代表権の範囲に管轄

もあわせなければならないというのは議論が逆転しているかもしれないのですけれども，代

表権の範囲がこうであるとすると，日本における代表者の所在を根拠に普通裁判籍を認めて

しまうということになると，テクニカルに言うと管轄はあるけれども，被告の代表者はいな

いというケースが出てきてしまいます。これは特別代理人の選任によるのか，日本における
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代表者を特別代理人に選任すればいいではないかということになるかもしれません。しかし，

そうすると技巧的な解決をしなければならないことになるような気もいたしまして，非常に

逆説的な言い方なのですけれども，現行会社法の代表権の定め方からみると，どちらかとい

うと普通裁判籍よりも特別裁判籍になじみやすい，親和的な構造になっているのではないか

なという気がいたします。

○古田幹事 今，山本委員から御指摘があった点ですけれども，検討事項１の３ページで，乙

案をとった場合には，日本で代表者を定めていれば，日本と業務関連性がない事件について

もとりあえず管轄はあるということになる。その場合，日本で裁判を起こしますと，まず訴

状の送達等が問題になるのですけれども，今，山本委員から御指摘があったように日本にお

ける代表者には海外における業務に関する代表権がないという場合であっても，恐らく海外

の本社には当該業務について代表権を有する代表者がいると思いますから，海外の本社の代

表者にあてて国際的な送達をするということになるかと思います。もっとも，日本における

代表者の存在を理由として日本の管轄を認めておきながら，日本における代表者には送達を

受ける権限がないというのはバランスが悪いような気がします。現状の裁判実務でも，国際

裁判管轄の問題はさておき，日本における代表者には日本において提起された訴訟を追行

する権限があるという前提で，日本における代表者に訴状を送達しているように思います。

いずれにしましても，乙案については，日本に業務関連性がない事件についてまで，日本

に代表者を定めると，すべて日本に国際裁判管轄があるということになるのは，管轄原因と

しても少し広すぎるのではないでしょうか。

もう一つ，疑問なのですけれども，民事訴訟法第４条第５項について，外国の社団・財団

の普通裁判籍の規定がありますが，現行法の解釈論としても，これが果たして国際裁判管轄

の原因になるかどうかについては，学説上も議論があると承知しております。今回の立法で

は民事訴訟法第４条第５項については，国際裁判管轄の関係でどういう整理になるのか，何

かありましたらお教えいただければと思います。

○佐藤幹事 私のほうでお答えするのがよろしいのかどうか分かりませんけれども，日本国内

の民事訴訟法第４条第５項については，いろいろなお考えがあろうかと思いますが，基本的

には日本における国内の管轄権を定める規定なのかなという感じを持っております。それが

国際裁判管轄を含むとしても，今度の国際裁判管轄についてはここで御議論いただいて，新

しく普通裁判籍なり特別裁判籍を定めるということになろうかと考えているところでござい

ます。

○横山委員 実は私も先ほど発言された両委員と同じ関心を持っておりまして，それは，どの

ような表現の仕方をするのかより抽象的になってしまうということなのです。今回は，今の

ままの特段の事情論では予見可能性，法的確実性に欠けるところがある，それで法改正をし

ようということで，できることなら特段の事情論の中身を狭くしようという改正の方向があ

ると私は理解しています。しかし，日本における業務と関連しない，純粋に外国でのみ生起

した紛争についても，日本の裁判所に普通裁判籍を理由に管轄権を認め，普通裁判籍の段階

で既に純粋に日本の業務と関連性のない紛争を抱え込むということにすると，普通裁判籍そ

れ自体が特段の事情論による修正というものを含意してしまう，必要とすることになって，

この問題は普通裁判籍でとらえることはできないのではないかなと。そうすると，改正の目

的や動機と調和しないのではないかなと思う。もし同じ目的を達するのであれば，これは特
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別裁判籍の段階で考えるべきなのではないかなと思います。

○道垣内委員 私も乙案には疑問があります。アメリカには，ドゥーイング・ビジネスの管轄，

すなわち，アメリカでは必ずしも普通裁判籍という言葉は使いませんけれども，日本から見

れば一定のビジネスをしていれば普通裁判籍を認めるというルールがあります。しかし，そ

れに対しては，各国からひどすぎるのではないかという批判があり，前回申し上げましたヘ

ーグ国際私法会議でつくろうとしていた条約でも，ブラックリストに載せようという候補で

した。乙案はそれと同じようなルールになってしまいます。日本で継続的な取引をしていれ

ば，代表者を定めるのだから，普通裁判籍があるという扱いは，今までの国際民事訴訟法学

で考えられてきたこととは相当違うと思います。

それからもう一点。このような規定を置いてしまいますと，日本で代表者を定めることの

インセンティブが相当失われる気がいたします。１２ページの４で，特別裁判籍について，

も広い管轄を認めようというものは乙案ですが，その乙案は日本で継続的な取引活動をや

っていれば，代表者を置かなくてもその日本での業務については管轄があるという定めをし

ようという案でございますが，代表者を置くと普通裁判籍が生じてしまうというのがここで

の乙案です。そうすると，過料の制裁があるのでしょうが，日本で継続取引をする場合にも，

代表者の定めを置かないというプラクティスをつくってしまうおそれがあって，まずいよう

に思います。

以上です。

○髙橋部会長 はい，山本克己委員。

○山本(克)委員 白熱した議論とは別のところなのですが，会社法上の意義の外国会社の日本

における代表者というのは日本の会社法の外人法上の概念ですよね。外国法人に対する日本

法からの規制上の概念でありますけれども，その他の外国法人について同様の法制が日本法

上用意されているのでしょうか。つまり，それ以外の場合についても，同様に日本における

代表者を定めているということの意味が明確ではなくなってくる。

外国会社については，「日本における代表者」とは会社法上の概念だということで仕切れる

のに，ほかの法人についてはそうではないという可能性になってくるのだとすると，規定と

して混乱してきて，例えば日本の一般社団法人に相当するような外国法人について，その日

本における代表者というのは何なのかということでトラブルになるおそれがありますので，

そのあたりどのようにお考えなのかお教えいただければと思います。

○始関委員 私がお答えするのがいいのかどうか分かりませんし，正しいお答えができるかど

うかも分かりませんけれども，山本克己委員がおっしゃられたように，外国会社は，日本に

おいて継続して取引を行おうとする場合は，会社法上の規制で代表者を置くことが義務付け

られているわけでございます。それに対して，ほかの法人についてはそういう規制は確かな

かったと思いますが，それは，民法第３６条に外国法人の規定がありまして，認許されない

限り外国法人が日本で活動することはできないということになっているからでございます。

しかも，認許する法人は，国の行政区画，外国会社だけということになっており，国につき

ましては，別の部会で御議論いただいている主権免除の問題があり，国の行政区画もそれに

相当しますので，結局，外国会社だけということに実際上はなるのかなと思います。

○山本(克)委員 そうすると，置く意味がないということになるのですかね。特別裁判籍の甲

案の②，Ｂ案は意味のない規定だということを提案していることになるのでしょうか。
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○佐藤幹事 山本委員がおっしゃるとおり，どれほどの意味があるのかというところはあろう

かと思います。外国会社に限定しなかったのは，研究会の報告書では「外国の法人」という

表現を使っているのですが，「外国の法人」といっても，外国会社の場合と，非営利法人の場

合も考えられると。そこを今回は明示的に分けて議論をしていただいて，非営利法人につい

ては意味がないのではないかという御議論になるのか，そのあたりも含めて御議論いただけ

ればという趣旨もあって，意識して分けて記載させていただいております。

○古田幹事 今の点ですけれども，外国の一般法人は日本で認許されませんので，恐らく日本

法上の法人格はないという扱いになるのでしょう。しかし，民事訴訟法第２９条には，法人

でない社団・財団であっても一定の場合には訴訟上の当事者能力を有するという規定がござ

います。ですから，日本で認許されない外国の一般法人であっても，日本の民事訴訟法上は

当事者能力を有する場合があり得ます。そういう場合に，そのような外国の一般財団・社団

に対して日本の国際裁判管轄が及ぶかどうかという局面は一応あり得ます。そういう意味で

は今のこの案の議論は実益のある議論だろうと思います。

○佐藤幹事 可能性としては，今，古田幹事がおっしゃられたとおり，民法上認許されている

場合が考えられます。ただ，これは数はほとんどないということですが。それから，日本国

内で，非営利法人なのですけれども，権利能力なき社団のような形で活動している場合が考

えられます。ただ，外国法上は当事者能力は認められる。３番目としましては，外国法上は

当事者能力は必ずしも認められていないわけですけれども，日本の法律に従うと当事者能力

が認められる，そういう場合が可能性としてはあり得るのかなということは前提として考え

ていたところでございます。

○髙橋部会長 そういう意味では空振りの規定ではないということなのですが，３ページの③，

乙案は普通裁判籍としては広すぎるという御意見が圧倒的でしたけれども，いかがでしょう

か。また，そのあたりと関連してきますので，１２ページの事務所・営業所の特別裁判籍の

ほうに入っていただく議論でも結構でございます。

○山本(和)幹事 私も普通裁判籍については皆さんと同じ考えですが，１２ページの特別裁判

籍のところでお伺いしたいのは乙案についてです。乙案と甲案の①は論理的には両立し得る

と思いますし，また，この後に書いてあります「アジア支店」というものを設けていれば，

①のような規律があれば，アジアに関するものは日本の裁判所に訴えることができるという

ことになると思いますけれども，乙案だけではそれはできないわけですね。ですから，甲案

の①プラス乙案に書いてあることという規律は十分にあり得るような感じがいたします。

甲案の②と乙案の関係で言いますと，少し気になっているのは，研究会の報告書で指摘さ

れており，先ほどもやや議論が出てきましたが，会社法第８１７条の規定に反して日本の代

表者を定めないと，甲案の規律だと日本の裁判所の国際裁判管轄を免れることになるのはど

うかというところです。それが相当でないとすれば，乙案を採るということは考えられるの

か。しかし，①のようなものは乙案を採る場合でもプラスアルファであってもいいのかなと

いうな印象を持っていてお伺いしたのです。

○佐藤幹事 直接関係しているかどうか分からないのですが，御留意いただければと思うのは，

１２ページの甲案の②のＡ案では，「日本における代表者を定めている」と記載しているので

すが，ここでの趣旨は，会社法第８１７条第１項に言います「日本において取引を継続して

しようとする」というほうが正確なのかなと思います。②のＢ案のほうはそういう形になっ
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ていますので，Ａ案で言っているものは，代表者を定めている場合に限定しているのではな

くて，むしろ同法第８１７条第１項が想定している「日本において取引を継続してしようと

する」外国会社を前提としているものだという御理解で御議論いただければ大変有り難いと

思います。

○山本(和)幹事 そういうことなのですか。Ｂ案は「外国の社団又は財団であって日本におけ

る代表者を定めているもの」となっていますが，Ｂ案は現実に代表者を定めているもので，

Ａ案は必ずしもそうではないという趣旨と理解してよろしいでしょうか。

○佐藤幹事 記載が混乱しているかもしれませんけれども，Ａ案，Ｂ案ともに特に日本におけ

る代表者を定めていない場合を除外する趣旨での記載ではないつもりでおりました。記載の

仕方が，特定が十分でなくて申し訳なかったのですけれども，そういう趣旨でございます。

○鶴岡委員 今の関連で確認なのですけれども，そうしますと，例えば登記などで形式上代表

者が定められていなくても，実質上代表者がいると認定できれば，Ａ案でもＢ案でも適用が

あるという前提で考えればよろしいということでしょうか。

○佐藤幹事 そのような前提で考えておりました。

○江原関係官 先ほどの甲案の②のＡ，Ｂ案と乙案，それぞれの関係でございますけれども，

研究会報告書を御覧いただきますと，甲案，乙案及び丙案となっていまして，この報告書の

甲案を更に細分化したのがＡ案とＢ案だろうと思われます。②のＡ案は外国会社に限ってい

るものであり，それに対して，Ｂ案は外国会社に限らず，外国の社団・財団一般に広げてい

ると。その意味ではＢ案と乙案が共通しておりますが，乙案は「もの」となっていますので，

さらに広げて自然人も入るのかもしれません。

そうすると，Ｂ案と乙案が同じものになるのですけれども，Ｂ案については，先ほどの普

通裁判籍で御指摘があったかと思いますが，外国会社，つまり営利法人以外のものについて

は，代表者を定めるということが法律上は強制されないわけでございます。ですから，②の

Ｂ案はそのうちの定めているものに限定して管轄を認めると。乙案はそういうものを一切合

切とったものではないかと，文言からはそういうふうに思っていたところでございます。こ

れに対し，報告書の甲案は，営利法人，非営利法人及び自然人をまとめていることから，②

のＢ案と同じように「代表者を定めているもの」となっているのであろうと思われます。

○山本(和)幹事 そうすると，今の御理解というのは，②のＡ案については日本における代表

者を定めるべき外国会社というか，そういう読み方をするということですか。

○江原関係官 殊更に違法な外国会社を排除する必要はないはずなので，ここに「日本におけ

る代表者を定めている外国会社」というのは，会社法によって代表者を定めることになる外

国会社，すなわち日本において取引を継続してする外国会社を言っているのではないかなと

思われるところです。したがいまして，もしこの案が採用されるのであれば，一般的な法制

執務に従うと，山本和彦幹事のおっしゃるようになるのではないかと思われます。

ちなみに，先ほどサンクションはどうなるんだという話があったかと思いますが，会社法

上は，外国会社が日本において取引を継続しようとするときは，日本における代表者を定め

なければならないわけです。そして，これに違反する場合はどうなるかというと，その場合

は外国会社が登記をすることになるのですけれども，会社法第８１８条によりまして，登記

をするまでは取引を継続してすることができないということになります。それに違反した場

合には，実体法上のサンクションと言いますか，効果としまして，同条の第２項により，取
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引の相手方に対して，その行為をした人が外国会社と連帯して責任を負うということになり

ます。それとは別に，先ほど御指摘があったと思いますが，これに違反した場合には過料の

制裁，具体的には，会社法第９７９条第２項に「第８１８条第１項の規定に違反して取引を

した者も，前項と同様とする」とありますので，当該会社の設立の登録免許税に相当する過

料を課せられるということになります。

したがいまして，先ほどの話に戻りまして，甲案の②のＡ案と乙案の違いですけれども，

外国会社に関する限りでは，②のＡ案を採用して，違法な会社を殊更に除外するという意味

で「日本における代表者に定めている」と書くのであれば，そこは違いが出てきますけれど

も，恐らくはそうならないのではないかと思いますので，結論においては，日本において取

引を継続してする外国会社に関する限りでは，違いはないのではないかと思われます。

○古田幹事 今，御説明いただきましたけれども，この文言を読む限りには，甲案のＡ案は現

に代表者を定めている外国会社で，Ｂ案は現に代表者を定めている外国の社団又は財団とい

うふうに読むことになるだろうと思います。その趣旨が，本来，代表者を定めるべき性格の

会社，あるいは，財団・社団というのであれば，実質は乙案をとっているのとほぼ同じなの

でしょうから，むしろ乙案のような規定ぶりにしたほうが分かりやすいだろうと思います。

実質的に違いが出てくるのは，今，江原関係官がおっしゃったように，個人の事業者が日

本で継続的に営業を行っている場合はどうするかという問題です。その場合には甲案のＡ案

でもＢ案でもカバーできないのですが，会社形態，法人形態で営業を行っている場合と，自

然人が個人の資格で営業を行っている場合とで，我が国の国際裁判管轄の基準を区別する理

由もそれほどないように思います。その意味でも，むしろ乙案のような形にしたほうがすっ

きりするのではないかなという印象を持っております。

○山本(弘)委員 乙案がここで言う「日本国内において取引を継続してする者」というのが，

今お話があったように，本来代表者を置くべきであるのに代表者を置かないで，外国会社で

本来であれば日本における代表者を置くべきであるのに置かないで取引を行っているものも

含むし，日本においては法人として認許されない外国の社団法人・財団法人的なものも含む

し，さらには自然人も含むと，そういう包括的な規定であるというだけであるのならば，私

も乙案は魅力的な案だと思うのですが。

報告書２２ページ以下の「事務所・営業所所在地」の部分で，乙案を提案する根拠が三つ

書かれています。２番目の根拠は，先ほどの代表者を置かずにやっている人間を訴えられな

くなるのはけしからんという話で乙案の根拠とされているのですが，一番 後は日本にある

子会社が実質的に海外の親会社の事業を行っている場合も乙案は含んでいるということにな

ると，別の論点が含まれてしまうような気がいたします。本日の部会資料の乙案は，報告書

２３ページの乙案の根拠の一番 後に書かれているようなケースにも適用されるという前提

で提案されているのでしょうか。

○佐藤幹事 乙案につきましては，今御指摘にありましたように，報告書における記載を一つ

の考え方ということで記載をさせていただいておりますので，今，山本委員の言われた場合

を確定的に含むということを前提にして，この案を記載したわけではないということでござ

いまして，そこら辺は乙案をどう理解するか，あるいは，どう理解すべきかということを議

論していただければ大変有り難いと思っているところでございます。

○道垣内委員 私は，研究会のメンバーで乙案を主張していた者ですけれども，今いろいろお
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話を伺いますと，一つは山本和彦幹事がおっしゃった「アジア支店」というのはあまり考え

なかったものですから，そういう問題もあるのであれば，①と組み合わせるということは十

分あり得ると思います。事務所・営業所があれば継続的取引をしているものとみなすとか，

その程度でいいかなと思っていたのですが，先ほどの山本委員のお話で，①と乙案とを一緒

に書いたほうがいいかもしれません。

もう一点，「もの」という表現についてですけれども，おっしゃるように，外国会社に限る

必要は確かにないと思います。乙案をずっと主張していたのは，日本に支店・営業所を設け

なければ日本ではビジネスができないという明治時代の状況と，今のように通信も発達して，

遠隔でのビジネスも非常に容易になっているとすれば，ビジネス形態によって日本の管轄か

ら免れる業種が出てくるというのはおかしいのではないかということからで，実質的に考え

て，アメリカのドゥーイング・ビジネス管轄をそのビジネスに関連する訴えに限定して認め

るというのがいいのではないかということを申し上げたのです。そこでの要点は，あくまで

も事務所・営業所は要らないのではないか，代表者の定めも要らないのではないかという点

にあり，仮に乙案にするのであれば，取引ということに限定する必要はなくて，もう少し一

般的な表現のほうがいいように思います。事業会社とは限りませんので，それをどう表現す

るか分かりませんけれども，事務所を持つようなエンティティーがする活動，あるいは，自

然人がする活動も含んで，しかも公益的な活動，もしかすると「非営利的」と言ったほうが

いいかもしれませんが，いずれにせよ，「取引」という文言よりも広い表現を使う方がいいと

思います。

以上です。

○手塚委員 私も研究会に参加しておりましたが，当時は研究会報告にあるように，事務所・

営業所，あるいは，代表者を定めているというところに注目するか，あるいは，取引を継続

しているという要素に注目するかというところで議論を分けていたと思うのです。今回，普

通裁判籍については比較的狭くというか，代表者を定めていれば普通裁判籍というのではな

くて，狭まったということも前提に考えた場合に，今回御提案の乙案だけで見ると，先ほど

道垣内委員がおっしゃったような，甲案の①の営業所の業務には関係するけれども，日本で

の業務とはいえないというのが落ちますね。ですから，普通裁判籍を狭めた上で乙案だけだ

と少し狭いかなという気がいたしております。

それから，実務感覚としては，法律の条文としては乙案だけで書いたほうがきれいだとか，

あるいは，乙案の中に国内において取引を継続している以上は代表者を置いているはずだと，

そういうのがあるかもしれないですけれども，実務的には営業所とか代表者の実在が登記そ

の他によって分かっているときに，それだけで直ちに継続してやっているかどうかは判断で

きず，つまり営業所をつくったばかりだとまだ継続していないかもしれないし，でももう営

業所長もいるのだったら，訴えてもいいじゃないかということもあるので，甲案と乙案を互

いに排斥するものとしてとらえる必要はないと言いますか，甲案でもいいし乙案でもいいと

いうほうが使いやすいのではないかなという気はしております。

○横山委員 私もまた抽象的になってしまうのですが，事業所・営業所所在地管轄という特別

裁判籍というのは，もともとはドイツ民事訴訟法第２１条のニーダラスンクに基づく管轄権

が恐らく起源だろうと思います。これが今のブリュッセル条約の第５条第５号にも採用され

ているのだろうと。この営業所の特別裁判籍というものの考え方は，基本的には会社，法人
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が自分の本拠地国，本国以外の国，例えば日本で取引して利益を得る以上は，日本で被告と

して訴えられるリスクを負わなければいけないというのが一つ目の正当化の理由です。同時

に，相手方となる日本の事業者の救済ということも考えなければいけないということが，営

業所の特別裁判籍を認めることの理由になるのだろうと思います。

その趣旨からいきますと，営業所の業務というだけではなくて，日本に関する業務という

ことが，もちろんこれとは違った理解，日本の法律だから日本というのですが，ブリュッセ

ル条約とかドイツ民事訴訟法第２１条の理解というのは，ドイツならいいのですが，日本で

いうと法廷地国で利益を上げるものが法廷地で応訴しなければいけないと言うわけですから，

日本との業務関連性というのは，規定の沿革からいうと免れ得ないのではないかなと思うの

です。

そういう意味では，営業所が日本を除くアジア地域もビジネスの一つにしているというだ

けでは，この管轄権は，手塚委員のおっしゃるところとはちょっと違って，実態としては認

めるべきではないのではなかろうか。ただ，日本の業務とアジアの業務をどこで区別するの

かという問題はありますけれども，基本的には日本における業務というのがないと，営業所

所在地の管轄というのはなかなか説明がしにくいかなと思うわけです。私は基本的には乙案

で，問題は取引を継続するということの意味合いだと思います。

○横溝幹事 私も横山委員と途中までは同じでありまして，我が国との密接関連性という観点

が一番重要で，その観点からしますと，我が国に営業所があるかどうかということよりも，

横山委員がおっしゃったように，我が国での継続取引，ないし，我が国における業務が問題

となっているということが重要なのかなと思っております。その上で日本における業務とい

うものをどうやって決めるのかというところに非常に困難な点があるのではないかという気

がいたします。

基本設例でも，２番の事例におきまして，例えば契約地が日本であるかどうかとか，営業

所が設置されている場合と設置されていない場合とで結論は異なるのかという問題意識があ

るかと思いますが，これは日本における業務の判断にかかわってくることなのかなという気

がいたします。そうしますと，結局，日本における業務という判断基準がそれほど明確にで

きずに，予見可能性が大きく損なわれるような気がいたします。そういう観点からしますと，

特別裁判籍としてこういう規定を置くべきかどうか，例えば管轄合意あるいは不法行為に関

する特別裁判籍で対応できないかなと思いまして，丙案に賛成します。

○手塚委員 まず，普通裁判籍の①のところですが，例えば昔は，ケイマンアイランドに登記

上の本店を有する外国の金融機関の子会社の日本支店というような形で，日本でビジネスし

ていた例が多いのですけれども，ケイマンには弁護士事務所でペーパーワークしている担当

弁護士がいるだけで，すべての活動は日本でやっていますというときに，主たる事務所は本

店所在地のケイマンで，日本には主たる事務所はないという前提なのかというのが，確認事

項の１でございます。

そして，それは主たる事務所とはいえないのだというときに，②のほうにいきますと，事

務所がない場合とはいかないので，②の普通裁判籍もない。③の甲案にいくとそれだけです

から，ケイマンに本社を置くけれども支店形式で実質的には日本に進出している外国法人に

ついては普通裁判籍は認められないと。特別裁判籍のところで日本における業務とは何ぞや

というときに，日本が管理上のヘッドクォーターみたいになっていて，日本のお客さんとの
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取引もやっているけれども，海外のお客さんの取引についてもいろいろな指示はしている。

でも，取引の実行は海外，例えば香港では香港の支店の支店みたいなところでやっていると

いうときに，日本における取引というのは日本に管理機能があればいいのか，取引の一部を

実行していなければいけないのかという問題はあると思うのです。

だから，議論の前提として，日本絡みのお客さんだけで，香港のお客さんの取引というの

は日本における業務ではないというふうになってしまうと，どんどん狭くなってしまうので

はないかという気がしますので，第１の点を本店所在地国的に考えるとすると，第２の点は，

ある程度広くしないと，実質日本で子会社をつくってやっている場合は，全体的にその子会

社絡みの取引，例えばその子会社の人が香港へ行って取引してきたというときに，それは日

本における営業なのかというと，日本における営業ではないかもしれませんけれども，日本

の子会社だったら普通裁判籍があるわけです。それがたまたまケイマン法人の日本支店とい

う形で日本に進出したときに，日本で取引はしない，香港のお客さんとエンプロイーの人が

香港に行って取引してきたというときは，それは特別裁判籍すらないのかというところはど

うなっているのかなというのが私の疑問点でございます。

○佐藤幹事 御指摘のあったところはいろいろ御議論があると思います。まず，「主たる事務所

又は営業所」という言葉を普通裁判籍のところで使っておりますが，今，手塚委員のおっし

ゃられた事例に即しますと，実質的な事務所あるいは営業所を意味しているということを前

提にしています。ただ，解釈上，形式上の本店の所在地に訴える場合どうなるのかというと

ころは，また別の問題が出てこようかと思いますけれども，今の御説明ですと，主たる事務

所が日本にあるということですので，その場合は，ここに言う「主たる事務所又は営業所」

にあたるものとして御提案させていただいているということでございます。

○横山委員 あまり意識はしていないのですけれども，私の意識の中には割と広く管轄権を認

めるべきである，アメリカのドゥーイング・ビジネスと同等ぐらいの範囲の管轄権を認める

というふうに自分では考えているのではないかなというのが 近分かってきたのです。横溝

幹事のおっしゃったことと反対なんで，そういう前提があるものですから，ドイツ民事訴訟

法の管轄権ではもちろんドゥーイング・ビジネスという管轄権はないのですけれども，現実

に同じ程度の管轄権の広さがあると言われているのは，営業所管轄，営業所の概念を非常に

ゆるやかに解していくという方法と，第２３条の財産所在地管轄，この二つがあるものだか

ら実際にドイツでは割と広く管轄権が認められているけれども，実質的にはアメリカのドゥ

ーイング・ビジネス管轄と変わらないことになっていると言われています。

決して義務履行地管轄とか不法行為地管轄では同じサイズにはならないということなので，

私のそもそもの前提が間違っていれば，それほど広い管轄権を認めるべきではないと。横溝

幹事はそういう前提なのだろうと思いますが，前提自身が違っていればそれまでなのですけ

れども，これは条約上の話でもないし，地域的な統一ルールでもないですから，日本の管轄

権は，日本人なり日本に住む人が，日本の裁判所に救済を求めるときに，これは拒否すべき

ではないという点までは 大限確保しなければいけないと思いますので，そういう前提から

すると，管轄権を広範囲に認めるべき 初の段階では，少なくとも義務履行地と不法行為地

管轄だけで説明するのは私の前提にはそぐわないように思います。

○古田幹事 法人等の普通裁判籍について，横溝幹事が甲案を前提にされているのか，乙案を

前提にされているのかによっても違うと思うのです。仮に法人等の普通裁判籍について甲案
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を前提にしますと，事務所・営業所所在地の特別裁判籍について丙案をとって，特段の規定

を置かなかった場合，外国法人で日本に支店を持っているものに対する訴えについて，我が

国の国際裁判管轄の範囲は，かなり狭くなってしまいます。我が国の国際裁判管轄が問題と

なる訴訟では，契約関係の紛争も相当数あり，かつ，契約で義務履行地を外国にするという

こともあり得るわけです。そういう場合には，事務所・営業所所在地の特別裁判籍で何らか

の手当をしないと，外国法人で日本に支店を持っているものに対する国際裁判管轄が狭くな

りすぎるおそれがあります。理論的には特別裁判籍の乙案のような考え方がいいのだろうと

思いますが，手塚委員がおっしゃったように，実務的な観点からいうと明確な基準があった

ほうがいいに越したことはありませんので，特別裁判籍の甲案と乙案，両方を管轄原因とし

て並列的に規定しても良いという気がいたします。

○山本(克)委員 横溝幹事の前提は，前回の御発言と併せて考えますと，特段の事情が働く余

地をできるだけ狭めたいという御趣旨だと思うのです。それも一つのお立場だと思いますが，

私も乙案を採るべきだろうと思っています。

乙案を採ると過剰管轄になって，日本で事業をしている外国のエンティティーにとって不

利益だというふうに一面的にとらえる向きもあろうかと思いますが，必ずしもそうではなく，

日本において取引をするときに，日本の裁判所で相手方を訴えることができるということが

保障されていることによって，取引が促進されるという面もあるわけですから，あまり過剰

管轄だということを強く言う必要はないのではないかと考えておりまして，乙案はやはり残

しておいたほうがよいのではないかという気がします。

甲案の①との関係をどういうふうに見るのかということが少し難しいわけですが，先ほど

山本和彦幹事がおっしゃいましたように，アジアの統括本部が日本にある場合に，韓国での

取引について韓国人が日本でも訴えを起こせるかどうかというのが問題かと思われますが，

それを積極的に排除しなければいけない理由が横山委員のお話を伺っていてもうひとつよく

分からなかったのですが，その点はどうなのでしょうか。

○横山委員 私も，これが日本に関する業務なのか，そうではないのかというのは決めにくい

と考えていて，正しくそのとおりだと思います。

○髙橋部会長 決めにくいだけではなくて，決まったとしても，韓国の人が日本の裁判所に訴

える，韓国の営業に関しては日本の事務所が扱っているという問題ですね。それは解釈論か

もしれません。

○山本(和)幹事 横溝幹事は内国関連性ということを言われましたけれども，訴訟手続の立場

から見れば，例えば証拠の収集の便宜を考えれば，日本の営業所が取り扱ったことであれば，

韓国で取引があって，もちろん韓国にも証拠はあるのでしょうけれども，日本にもそれなり

の証拠がある場合が十分あり得るような感じがして，管轄権を認める根拠にはなり得るので

はなかろうかという感じは持っております。

○佐藤幹事 道垣内委員にお伺いしたいのですけれども，乙案を採った場合，訴訟になります

と，日本国内において取引を継続していることを立証しなければいけないことになろうかと

思うのですが，その場合，訴訟で問題になっている請求は日本における取引にあたるものと

いたしましても，それだけでは足りずに，被告自体がもう少し広範あるいは継続的に取引を

継続しているということを証明しなければいけないということになろうかと思っているので

すけれども，そのような理解でよろしいのでしょうか。
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逆に，②にいきますと，取引を継続してする外国会社ということは登記などから立証でき

るとして，あとは，その訴えに係る請求が日本における業務に関するかということを立証す

ることになろうか思うのです。そうなりますと，管轄の立証という意味では対象が変わって

くるのかなという気もしておりまして，そのあたりを前提として教えていただければと思い

ます。

○道垣内委員 乙案を採る以上は取引なり活動をどの程度やっていたかを示す必要があるので

はないかと思います。ですから，事務所・営業所，あるいは代表者を定めていれば，そこは

立証しなくてもよいという扱いは十分あり得ると思います。しかし，そのような拠点がなく

ても，日本で訴訟できるという扱いをする以上は，何らかの継続的な関係，例えば日本での

売上げとか，宣伝をどれくらいやっているのかとか，そういうアメリカで実際の管轄の争い

が出てくるようなことが立証の対象になるのではないかと思います。

○手塚委員 もともと会社法の規定は日本で継続して取引しようとするものは代表者を定めな

さいとなっており，取引を何回かやったらというものではありません。だから， 初の取引

でも今後継続して取引をしようとしているのであれば，代表者を置かなければいけないわけ

ですよね。 初の取引で問題が生じたときに，まだ売上を上げていないというところを見な

ければいけないのはおかしくて，厳密に言えば乙案というのは日本で継続取引をしようとし

ているもの，それから，していたもの，両方だと思うのですけれども，それは規定としても

美しくないし，継続取引していたものは乙案で押さえ，継続取引しようとしていて，かつ，

それが客観的には代表者の登記という形で認定できる人も，それだけで認めるというのがい

いのではないかなと私は思っております。

○始関委員 今の道垣内委員と手塚委員のお話ですけれども，道垣内委員の御発言は，私が理

解したところでは，立証については，日本国内において取引を継続してする者には，外国会

社の登記が日本でされているものはそれだけで，日本国内において取引を継続してするもの

に該当するという解釈を前提にされているのかなと。もし，そうだとすれば，手塚委員が言

われるような二つの規定を設けなくても，それ一つで済むということなのかなと思ったので

すけれども，そういう御趣旨でよろしいのでしょうか。

○道垣内委員 私は甲案の①プラス乙案という前提なので，事務所・営業所の登記があれば当

然，継続的な取引をしていると扱ってよいのではないかと思います。

○始関委員 今，事務所・営業所の登記とおっしゃいましたが，そのような登記は今はありま

せん。外国会社の登記というのは日本における代表者の登記でございますので。

○髙橋部会長 推定というのはちょっとダブっているのでしょうね。

古田幹事，どうぞ。

○古田幹事 始関委員がおっしゃったように，規定は乙案だけにして，あとは，解釈論として

代表者の定めがあれば継続して取引をするものだと認定するという方法もあり得るのですけ

れども，実務感覚から言いますと，日本国中のすべての裁判官が同様の解釈をするという保

証はありません。したがって，もしそういう趣旨でこれから立法するのであれば，条文は美

しくないかもしれないし，煩雑かもしれませんけれども，両方とも明記しておいてもらった

ほうが，実務家としては分かりやすいし，現場でも使いやすいと思います。

○髙橋部会長 法人の普通裁判籍と特別裁判籍の関係ですが，ほかに御意見はございますか。

○松下幹事 事務所・営業所所在地について，１２ページの乙案を中心としつつ甲案の①を混



17

ぜるという方向で，私もいいのではないかと思うのですけれども，先ほど道垣内委員から御

指摘のあった「取引」という言葉がいいのかどうか。言葉の整理を少ししたほうがいいのか

なという気がしております。乙案の「取引を継続してする者」という言葉は，会社法第８１

７条からきているものと思いますけれども，ここは先ほど手塚委員から御指摘のあったとお

り，日本における代表者を定めなければいけない人はどういう人かということで，「日本にお

いて取引を継続しようとするもの」となっているわけですが，ここは外国会社だけではなく

て広く「もの（者）」を対象にしていますので，取引だけでは足りないのではないかというの

が先ほどの御指摘ではないかと思うのです。

乙案の中だけでも，「取引」という言葉と「業務」という言葉が出てきて，これらがそれぞ

れどういう関係に立っているのかはっきりしませんし，研究会の報告書を見ると，「事業」と

いう言葉が使ってあって，それで説明してあったりするわけですけれども，少し言葉を整理

したほうがいいのかなと。先ほど御指摘のあったとおり，「取引」という言葉は，有償の利益

を追求する行為を連想するのかなと私個人は思いますので，もう少し広い言葉を用意したほ

うがいいのかなというのが私の印象です。

以上です。

○髙橋部会長 部会資料８の 後に別紙として「設例」がございます。先ほども事務局から説

明がありましたけれども，Ａ社は外国である甲国の営利法人，日本法人であるＢ社がＡ社と

取引している。こういう前提で設例が１，２，３，４とございますが，大体の御感触でよろ

しいのですが，お伺いさせていただければと思います。

まず，設例１ですが，日本法人Ｂ社が，Ａ社の日本における営業所又は代表者から注文を

受け，Ｂ社製品を売り渡したが，Ａ社が代金を支払わないため，訴えを提起した。このとき

に日本に管轄があるかということですが，特別裁判籍という管轄があるかどうか，という質

問だろうと思います。

次に，設例２は，Ａ社とＢ社が，日本における営業所又は代表者を介することなく，直接

交渉を行った結果，Ｂ社が製品を売ったけれども，代金を払わない場合はどうかと。先ほど

来日本における業務という問題に絡んでくるところですが。理屈もきちんとするに越したこ

とはありませんが，感触だけで結構でございます。

日本における業務というのは，正にその業務が日本で行われただけではなくて，日本にお

いても行われ得るようなものであればいいのであって，たまたま外を介してやったとしても，

日本における業務の中に入るということでよろしいかということですが。

はい，古田幹事。

○古田幹事 これは私の感触ですけれども，例えば国内土地管轄の民事訴訟法第５条第５号を

見ますと，営業所・事務所の管轄というのは，当該営業所又は事務所の業務に関するものと

いう制限が加わっております。それは恐らく営業所に証拠があるから，あるいは，担当者が

いるからだと思います。それを前提に類推して考えますと，設例２の場合には，日本におけ

る営業所又は代表者は関与していないわけですので，このような場合についてまで営業所の

特別裁判籍を基に国際裁判管轄を決めるのは少し過剰なのではないかなという気がいたしま

す。

○始関委員 今の点は平成１４年の商法改正の根幹にかかわる問題です。私は平成１４年の商

法改正の担当者でしたが，平成１４年の商法改正は，それまでの営業所・事業所の設置義務，
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支店の設置義務を廃止したわけですが，その際に代表者の設置義務だけは残したのです。そ

こで言う代表者というのは，会社の従業員である必要はなくて，弁護士でも構わないという

解説をしております。つまり，何らかの紛争が生じたときにその問題を解決する人，これが

日本における代表者なのであるという整理をしたわけでございます。それは会社法でも貫か

れているはずです。ですから，日本における代表者が何らかの営業行為をするということは，

平成１４年改正後の会社法は想定していないわけでございます。それをしても構わないので

すけれども，営業所を設置することを義務付けないことにしたわけです。

なぜそのようにしたかと申しますと，部会資料８の４ページの参考という箇所でも説明さ

れていますように，今日の国際的な取引においても，インターネット取引とか通信販売とか

いう形の取引が増えて，日本を市場として取引をする場合に，必ず日本に支店を設けなけれ

ばいけないというのは厳しすぎるのではないかという外国からの要望があって，支店の設置

義務を廃止したのです。しかし，だからといってすべての規制を廃止するのは，日本国民を

始めとする日本における取引の相手方の保護に反するということで，主として自国民保護と

いう観点から代表者の設置義務は引き続き維持して，必ず代表者を置かなければいけないと，

紛争が生じたときは日本で紛争が処理できるようにしなければならないとしたわけです。し

たがいまして，国際裁判管轄も日本になければならないという趣旨で立法したわけでござい

ます。それは，当時の法制審議会商法部会でも御議論いただいて，そのように決めたもので

ございますので，今の古田幹事のお話はその会社法の考え方と真っ向から反すると思います。

○髙橋部会長 反したとしても，そういう感触をお聞きしているわけですから，それはそれで

結構です。

はい，横山委員。

○横山委員 感触としては，営業所管轄というのは，本社という体があって，腕を日本に伸ば

してきて，その腕と取引をしたものを保護するための管轄権だと思っております。この場合

は，本社という体と直接に取引をしておりますので，営業所管轄では，日本の管轄権は肯定

できないと思います。

○髙橋部会長 はい，手塚委員。

○手塚委員 実務の例を言いますと，例えば航空機のエンジン部品というのは，故障するとシ

アトルからそのとき持ってきたのでは間に合わないので，成田に部品を置いておくのですが，

置いてある部品の販売活動は日本の支店はかかわらないようにしているのです。なぜかとい

うと，日本で販売活動をすると日本で売上げが立つので，税金がかかるためです。だから，

契約の交渉とか値決めについては本社と直接やりとりをするのです。故障した部品をその日

の晩にすぐ渡して，翌日飛べるようにするために成田の倉庫施設に置いておいて，日本の支

店はデリバリーのところはきちんとやる，それから，将来販売することになるであろう部品

の管理とかをやっているわけですね。

この設例は，契約の締結のところ，値段を決めるとか条件を決めるとか，そういうところ

に着目していますけれども，実務的には取引というのは，デリバリーしたりアフターサービ

スしたりというところが結構大事ですし，その商品の販売については，契約締結こそ税金そ

の他の理由で本国に留保されていますけれども，全体として見れば支店あるいは営業所の活

動の一環であることは間違いないのです。だから，そういうものについてお金を払わないと

きに，本国へ行かなければ訴えが提起できないというのは少しおかしいなと私は思います。
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○横山委員 そういう場合だったら介していると私は思っているのです。

○始関委員 今，営業所がある場合のことを横山委員はおっしゃられましたが，この設例の２

のところに※がついているわけですけれども，営業所が設置されている場合と，全く営業所

を日本には置かないで，リエゾンと言いますか，紛争処理係としての日本における代表者し

か置いていないという場合とに分けて考える必要があるかという問いがついているのはその

ためだと思うのですが，そちらの場合はどうなるのでしょうか。

○横山委員 結局，営業所として何を理解するかということになるのではないでしょうか。単

なる代理人かもしれないし，独立した代理商のようなものかもしれない。私の考えているの

は，どういう名称であれ，本社の指揮命令に服している存在があるかどうかがポイントだろ

うと思っているのです。それが営業所というものかどうかという呼称の問題ですけれども，

ポイントはそこにあるので。私のイメージしている営業所とちょっと違ったことがここに書

かれてあるのではないかなと思うのです。

お答えになっていないかもしれませんが。

○髙橋部会長 設例３にまいります。

設例３は，Ｂ社の甲国支店というのがあって，直接交渉ではなく，甲国，外国のほうで専

ら取引をしていると。契約地も甲国ですね。しかし，日本に営業所があるので，日本で訴え

られるかというものです。

手塚委員，ここまでくるとどうですか。

○手塚委員 営業所が甲国支店だろうがそうでなかろうが，日本における営業所が引き取って

渡したとか関与していれば，営業所の営業には関与していると思います。そうではなくて，

甲国で渡して終りというときに，たまたま日本に営業所があるから，そこで訴えを提起する

というのはちょっと行き過ぎかなということです。

○道垣内委員 私も結論においては手塚委員と同じです。というのは，設例２は場合によって

は管轄を認めてもいいのではないかと思うのです。それは営業所の抽象的な業務範囲という

のがきっとあるはずで，たまたまある顧客が本社と直接やりとりしたけれども，本来は日本

支社で受けてもよい話だったというような場合にまで「知りません」と言わせる必要はない

のではないか。ただ，それを超えて，「クレーム処理はしましたね」ということだけで管轄を

認めるということになると，設例３の事例でも，トラブルが起きた後，クレーム処理はもし

かすると支店が応じているかもしれませんけれども，それで元の取引が日本の支店あるいは

拠点の活動と言われるのは少し筋違いかなと思います。

マレーシア航空事件判決についても，日本でもマレーシア国内線の切符が買えたのではな

いかという議論がかつてありました。ただ，あの事件は消費者絡みですから別に考えられる

かもしれませんので，むしろ，ビジネス・ツゥ・ビジネスだった場合にどうなのかを考える

べきだと思いますけれども，その拠点の抽象的な業務範囲が問題であって，必ずしも具体的

な取引がその拠点の扱いでなくてもいいのではないかと思います。もっとも，それはすべて

拠点がある場合の話で，拠点がなければ，設例３については管轄はないのではないかと私は

思います。

○横山委員 今，始関委員のおっしゃっていることの文脈がようやく分かりました。私は営業

所の設置があるかどうかは，基本的に管轄権の部分にはあまり関係がないという考え方です。

○髙橋部会長 設例４にまいります。今度はウェブサイトで商品購入した場合ですが，これは
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日本語のウェブサイトですかね。ここまでいくといかがでしょうか。

○始関委員 この４の事例が正に平成１４年の商法改正で考えたものでございます。今，部会

長からお話がありましたけれども，日本語版のウェブサイトを開設して日本企業と取引をし

ている企業があり，それ以外のことはしていないという場合に，わざわざ日本に支店までつ

くらせるのは厳しいではないかという指摘がございまして，支店設置義務は廃止しました。

だけど，何かトラブルがあったときには日本で処理できるようにしてもらわなければ困りま

すということで，日本における代表者を置かなければならないという規定にし，また，日本

から撤退するときには特別な清算手続を経た上でないと撤退できないという形にしたわけで

ございます。

ですから，ここはＡ社の開設するウェブサイトが日本語のサイトであるという前提で御議

論いただいたほうがいいと思うのですけれども，そういうサイトにアクセスして取引して，

しかも日本には営業所がなくて，紛争処理係としての日本における代表者しかいないという

事例において，これは日本における業務ではないと言われると，現在の会社法の外国法人の

規制と相矛盾するということになろうかと思います。

○古田幹事 ４の設例ですけれども，ウェブサイトが日本語で作成されていて，日本市場向け

のものであったということであれば，日本国内において継続的に業務を行っているという認

定も可能になりますので，先ほどの事務所・営業所所在地の特別裁判籍で乙案を採るという

前提であれば，日本の裁判所に国際裁判管轄ありということもあり得るだろうと思います。

先ほど２番の設例についてですが，始関委員の想定しておられる事実関係と私が想定して

いる事実関係が異なっているのかも知れません。私が２番の設例で想定していたのは，日本

に営業所がある会社であるけれども，当該取引については直接本社と交渉して契約を行い，

日本の営業所は何らの関与をしていないという場合です。したがって，日本における業務と

してではなくて，本社直轄業務として行った事例であるとの想定の下に，２の場合には管轄

否定だという結論に達したのでございます。

○髙橋部会長 確認ですが，取引は直轄して直接行ったのでしょうけれども，本来，日本営業

所でもできたものだというのが，先ほど道垣内委員が言われた例なのですが。

○古田幹事 この場合，私も迷うところですが，その場合は日本における業務と整理をしたほ

うがいいのかもしれません。

○髙橋部会長 そうですね。

○始関委員 日本には紛争処理係としての代表者しか置いてなかったというときはどうですか。

○古田幹事 例えば直接甲国にＢ社の担当者が全員赴いて，契約の交渉をして，甲国で契約し

たような場合に，日本にたまたまＡ社の代表者がいることを理由として，日本で裁判ができ

るというのは，日本の国際裁判管轄が広すぎるのではないかなという気がいたします。

○髙橋部会長 はい，横山委員。

○横山委員 ４番は日本における業務があったものと思いますので，乙案だとそのまま管轄権

を肯定できると思います。

○髙橋部会長 紛争処理係がいるということではなくて，日本語版のウェブサイトだからとい

うことでしょうか。

○横山委員 そういうことです。

○髙橋部会長 はい，松下幹事。
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○松下幹事 自分の不勉強を棚に上げるようで恐縮ですけれども，始関委員に教えていただき

たいのです。部会資料８の４ページから５ページに，支店設置義務の廃止と，その見合いと

しての代表者を置く義務の話が書いてあって，会社法になったときに，現行の第８１７条第

２項ですけれども，「業務」という言葉は「日本における」という限定がついたということで

すが，どういう意味でこういうふうに実質が変えられたのかについて教えていただけると有

り難いのですが。

○始関委員 冒頭の山本弘委員の御発言とも関係があるところなのですけれども，従前の商法

の規定はブロードな書き方ではありましたが，商法の通説的な見解は，世界中の業務の代表

権があるというふうには考えてなかったようでございます。その点を勘案して立案時に「日

本における」という言葉を入れたのではなかろうかと推測されます。

○松下幹事 仮に，会社法第８１７条第２項の「日本における」という限定が，旧法下におけ

る通説的な見解を明文化したものだとすると，通説的解釈か，あるいは，明文の規定かとい

うことは置いといて，いずれにしても日本における業務に関する紛争処理係だという前提が

あったわけですね。そうすると，この設例４のような場合は，場合によっては外れてくるこ

とがある，およそ日本における業務とは関係ないということもあり得るのではないかと思っ

ていたのですが，そうではないのですか。

○始関委員 明示的にそこを詳しく議論した記憶はないですけれども，平成１４年の改正のと

きには，日本市場向けのウェブサイト，あるいは，日本市場向けの業務，つまり日本の中小

企業相手のものが全部日本における業務なのだと考えておりました。ですから，主として日

本の中小企業あるいは消費者の保護のために，日本における紛争処理係を決めさせて，それ

によって日本で必ず裁判ができるようにしようと。少なくとも，外国まで行って裁判をやら

ないと税務上の処理もできないというようなことにならないようにしようと考えたわけでご

ざいます。

○松下幹事 確認したかったのは，具体例で申しますと，日本では使えない２２０ボルトの電

圧の電化機器をどうしても使いたいというので，英語のホームページを通して買ったという

ような場合には，今，想定された典型的な例からは大分遠い例だという整理でよろしいので

しょうか。

○始関委員 それはそうだと思います。

○松下幹事 分かりました。ありがとうございました。

○髙橋部会長 ほかに何かございますでしょうか。

○山本(弘)委員 私の冒頭の発言ですが，始関委員の御発言のとおりであれば，旧法と現行法

の違いがそもそも普通裁判籍か特別裁判籍かということにそれほど強く影響しないというこ

とになってしまうような気がいたします。それにもかかわらず，この場の多数説である普通

裁判籍は過剰であるという結論は恐らく変わらないだろうと思いますが，私の当初の発言の

意味は減殺されたものになったということだけ補足させていただければと思います。

○髙橋部会長 会社法の立案の趣旨と我々がずれているとどうなるか， 後は調整することに

なるかと思いますが，ずれていればずれているという前提で議論を進めることも可能だと思

っております。

確認的に申しますと，先ほど来のお話ですと，会社法は紛争処理係というのを強く意識し

ていた，しかし，先ほど来出ている御意見ですと，管轄原因としては紛争処理係というのを
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重視する人は，今までの発言ではいなかったという理解でよろしいですかね。

山本克己委員，どうぞ。

○山本(克)委員 多分，代表者の意義は単に管轄だけの問題ではなくて，訴状の必要的記載事

項としての被告の代表者や送達先をどうするかということが問題だというニュアンスが先ほ

どの始関委員の御発言にも込められていたのではないかなという気がします。ただ，特別裁

判籍の乙案を採らないと会社法の趣旨には反するのでしょうけれども，管轄原因というより

も，送達先として意味があると位置づけていけばよろしいのではないでしょうか。

○始関委員 部会資料８の１２ページの４の部分の乙案を採らないと会社法に反するというこ

とはないと思うのですが，ここの乙案は会社法よりも更に上をいく部分があるのかなと思い

ます。代表者が定まっていなくてもいいことになりますので，そこは乙案でなければ会社法

と整合しないということはないと思います。ただ，本当に悪いやつは日本における代表者を

選任しないわけですよね，その場合が抜けてしまうのが非常につらいなと平成１４年の商法

改正を担当した時から思っていましたので，そういう観点からしますと，山本和彦幹事が言

われたように，甲案の①と乙案という組合せが，日本国民を守るためには万全ということだ

と思います。

○道垣内委員 会社法の解釈の確認なのですが，アジア地域を統括するアジア支店が日本にあ

る場合，甲案の①を採りますと，日本以外の地域での問題について，日本の裁判所の管轄を

認めることが可能になるということになりますでしょうか。その場合の送達先ですが，日本

における業務というのは，日本における裁判はすべて含むという解釈はできないのでしょう

か。

○始関委員 できると思っていました。だから，古田幹事がおっしゃったのは少しおかしいか

なと思って聞いていたのですが。

○道垣内委員 そうすると，本社に送達しなくても日本における代表者への送達で済むという

可能性もあるということですか。

○始関委員 もっと言えば，日本における代表者は紛争処理係なのですから，紛争処理係が送

達を受けられなかったら，何のための紛争処理係かということになりますので。

○髙橋部会長 山本克己委員が言われたように，紛争処理係に徹底するなら，それは送達係だ

ということであって，民事訴訟法でどう決めようとも調和するということですね。ひとつの

うまい整合性のとり方かと思います。

設例の検討はこれでひとまず終わりといたしまして，次の大使，公使，外国国家に進みた

いと思います。

では，説明をお願いします。

○齊藤関係官 それでは，部会資料８の６ページを御覧ください。

大使，公使等に対する訴えというのは，実務上は必ずしも多くは想定されないところだと

思われます。ただ，国内法にも同様の規定が設けられておりまして，国際的な民事訴訟につ

いても，特にこの規定を設けないとする理由もございませんので，ここでも同様の観点から，

日本に国際裁判管轄を認めるという規定を設けるべきではないかという考えで御提案をさせ

ていただいているものです。

次に，外国国家について御説明申し上げます。引き続き６ページでございます。

研究会の報告書では対応する項目が設けられておりません。しかし，国際的な民事訴訟の
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中には，外国国家を被告とする訴訟もございまして，裁判権の免除という別の論点はござい

ますけれども，これとともに国際裁判管轄についても問題となり得るということです。こう

いった観点から，本部会で御議論をいただければと考えたものです。

本文の考え方を御説明いたします。外国国家が日本に有している大使館等の所在地によっ

て，日本の裁判所の普通裁判籍による管轄を認めるという考え方もあり得るところではござ

いますが，これをとりますと，外国国家の利益を害するおそれがあるのではないかというこ

とから，外国国家については普通裁判籍の規定としてはこれを設けない，そういった御提案

をさせていただいているものです。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

○髙橋部会長 ３番目の大使，公使，それから，４番目の外国国家，どちらでも結構でござい

ますが，御意見をお願いします。

○古田幹事 大使，公使等に対する訴えについてですけれども，一つは規定ぶりなのですが，

普通裁判籍をどうするという決め方ではなくて，むしろ日本の裁判所が管轄権を有するもの

とするという文言にしたほうが，今回の立法の趣旨に合うのではないかなと思います。

もう一点は，大使，公使等は一般に駐在している外国の裁判権から免除を受けるわけです

けれども，すべての事件について免除を受けるわけではなくて，条約上一定の対象が限られ

ているわけです。例えば，領事などの裁判権免除というのは大使に比べると相当狭いと理解

しております。今回の立法の趣旨の確認なのですが，たとえ一部の事件についてであっても，

外国の裁判権から免除されている者については，その他のすべての事件との関係で日本の裁

判権に服するものとするという趣旨の立法だと理解してよろしいでしょうか。

○佐藤幹事 まず，書きぶりにつきましては，中身が固まった時点でどう法制的に書くかとい

う話になろうかと思います。

それから，御質問の点については，特に裁判権が一部免除されている場合もありますけれ

ども，その裁判は，基本的には国内法と同じことなので，国内法の解釈はどうなのかという

ことと共通する話だと思いますが，その訴えについて，大使，公使に限らず，裁判権からの

免除を享有する場合，一般的に享有する主体になっているかどうかではなくて，その事件に

ついて免除されているかどうかというものだと理解して記載したものでございます。国内法

の解釈と整合していない面があるのかもしれませんけれども。

○古田幹事 その事件の範囲なのですけれども，例えば，領事ですと，もちろん領事業務の遂

行に関する事件については，接受国の裁判権から免除されていますが，オフタイムに旅行に

行って交通事故を起こしてしまったという場合には，恐らく免除されないだろうと思います。

外国で起こした交通事故について，外国の裁判所でも訴えられるけれども，今回の立法では

日本の国際裁判管轄も認めることにしようという趣旨なのか，あるいは，外国で訴えられな

い事件，すなわち外国の裁判権免除の対象となる事件についてだけ日本で裁判できるように

しようとする趣旨なのか，どちらなのでしょうか。検討事項（１）記載の文言ですと，すべ

ての事件について日本で裁判をできる趣旨で立法しようとしているように読めるものですか

ら，そういう理解でよいのかという質問でございます。

○山本(克)委員 今の点は，研究会の報告書と規定ぶりが完全に変わっていることから起因す

るのではないのかという気がいたします。研究会報告書の９ページですと，そこを結構ぼや

かしていまして，「普通裁判籍」という言葉を使っていないものですから。少なくとも私が研
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究会に参加したときのイメージでは，両立するというのではなくて，排他的であるというふ

うな理解でおりました。つまり，外国で起こせるときは外国に行ってください，日本での国

際裁判管轄は認めないというつもりでいたのですが，「普通裁判籍」と書くと並立するという

ことになってしまうのではないかなと思うのです。そのあたりの文言の整理が必要なのかな

と。もちろん並立するという選択肢も当然あり得ますので，そちらを採るのであれば，これ

でも構わないかなという気がいたします。

それと，今回の大使，公使のところですが，「 高裁判所規則で定める地にあるものとす

る」というのは国内管轄の問題になってしまっています。国際裁判管轄をまず議論しようと

いうことをやっているはずなので，研究会のように「日本の裁判所に国際裁判管轄があるも

のとする」としたほうがよろしいのではないかという気がいたします。

○佐藤幹事 御指摘いただいたとおりかと思います。前段の場合につきましても，山本克己委

員がおっしゃいました排他的な状況を想定しておりますので，文言は少し工夫をしたいと思

います。

○道垣内委員 外国国家のほうですけれども，結論においてはそれで結構なのですが，説明ぶ

りが少し気になりました。それから，参照条文も日本国内のことを書いた条文なので，参照

条文は必要ないのではないかと思います。いずれにしても，ここに裁判管轄のことを書いた

からといって，主権免除をオーバーライドするということはないはずなのです。例えば不法

行為地管轄は外国国家に対しても使えると思いますが，主権免除で日本の裁判権から免除さ

れる場合には使えなくなるだけなのではないでしょうか。この説明よりもむしろ外国国家は

法人に含まれるという理解で十分ではないかと思うのです。主たる事務所・営業所は外国に

あるので普通裁判籍は日本にはないということになります。先ほどの事務所・営業所の活動

については，これはあり得るのではないかと思います。大使館の業務について日本に管轄が

あることもあろうかと思います。もちろん主権免除がない場合ではありますが。ですから，

前の２のところに含まれるので，規定は要らないという説明のほうがいいのではないかと思

います。

○髙橋部会長 それでは，大使，公使のところは並立するか，相互に排斥していくかというと

ころはもう一回議論するかもしれませんが，外国国家のほうは，普通裁判籍を日本では認め

ないという結論でよかろうというのが皆さんの御意見だと思います。

では，ここで休憩をとらせていただいて，休憩後は，特別裁判籍に移りたいと思います。

（休 憩）

○髙橋部会長 そろそろ再開したいと思いますが，よろしいでしょうか。

それでは，部会資料８の７ページ，特別裁判籍の一つ目，義務履行地について説明をお願

いいたします。

○小島関係官 それでは，説明をさせていただきます。部会資料の７ページからになります。

義務履行地の特別裁判籍については，①，②と二つの規律を提案させていただいておりま

す。①が義務履行地の特別裁判籍の基本的な規律になりまして，②はその派生ということに

なります。

本文①につきましては，二つの論点が含まれております。二つといいますのは，部会資料



25

の７ページから８ページにかけての補足説明で（１），（２）と題しておりますが，一つ目が

対象となる訴えの範囲，二つ目が義務履行地の決定基準ということであります。

対象となる訴えの範囲については，契約に基づく請求権に係る訴えに限定する，また，義

務履行地の決定基準については，契約で定められているものか，契約で選択された準拠法が

定めるとするということを内容としたものが，本文①の規律であります。

７ページから８ページにかけまして，（注）といたしまして，対象となる訴えの範囲につい

て，契約に基づく請求権に係るものに限定するとしたとしても，契約に関連して不当利得が

生じたり又は事務管理が行われた場合の訴えについては，どう考えるかという論点がありま

すが，この点も併せて御議論いただきたいと思っております。

８ページの上の（参考）は，今お話した論点の具体例が書いてあります。

次に，②の規律でございます。②については，本来の債務が損害賠償債務に転化した場合

の規律でございまして，その場合には，損害賠償の訴えについて本来の債務の義務履行地の

裁判所に管轄を認めるということを提案するものであります。

８ページから９ページにかけまして，（参考）として１から４まで書かせていただいており

ますが，若干説明をさせていただきますと，１と２については，民事訴訟法の経緯でござい

ます。まず，旧々民訴と言われております大正１５年改正以前の民事訴訟法では，義務履行

地の特別裁判籍については，契約に関するものの裁判籍とされておりました。ただ，大正１

５年の改正におきまして，財産上の請求一般の管轄に改められたところでございます。その

後，９ページの参考２になりますが，平成８年の民事訴訟法改正の際に，義務履行地の特別

裁判籍の制限について議論がされましたけれども，結論として制限はされないことになった

ということでございます。参考３には，裁判例を幾つか挙げておりまして，義務履行地に関

する裁判例は数多くあるのですが，各論点において双方の結論をとる裁判例があるというこ

ととなっております。参考４は条約等の規定となっております。

以上でございます。

○髙橋部会長 それでは，義務履行地について御審議をお願いいたします。

○古田幹事 確認ですけれども，①で「当該契約において選択された地の法」とあるのは，法

の適用に関する通則法第７条でいう契約上明示の準拠法選択がある場合のことを指すという

理解でよろしいでしょうか。

○小島関係官 そのとおりです。

○髙橋部会長 横溝幹事，どうぞ。

○横溝幹事 私はそもそもこの義務履行地管轄という特別裁判籍を入れるかどうかというとこ

ろに若干疑問があるので申し上げたいと思います。

初に，どういう前提に立ってお話するのか，先ほど横山委員と前提が違うのではないか

という御指摘をいただきましたので，簡単に前提を申し上げますと，国際裁判管轄の場合に

おきましては，国内管轄と違いまして，我が国に管轄があれば，そこで適用される準拠法の

選択規則がそもそも違いますし，適用される実質法が当然違うということになりますので，

出てくる結果ももちろん違うわけであります。被告住所地というような普通裁判籍が日本に

ない場合に，我が国にいてあえて裁判をやるためには一定の何らかの正当性，例えば密接関

連性あるいは予測可能性というものが要求されるべきなのではないかという考えを持ってお

ります。そこで，特別裁判籍に関しては考えを狭くしたいというふうに聞こえるのかと思う
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のです。

そういった前提に立った上で，義務履行地は，例えば義務履行地が対象にしている紛争，

契約だと思うのですけれども，その中で債務不履行などが問題になって，それに関する紛争

であれば履行地に意味はあると思うのですが，必ずしもそういった場合に限らないのではな

いか。契約に基づくということがどういうことを意味しているのかということでもあると思

うのですが，例えば契約の無効確認請求の場合に，履行地が管轄の原因としてどれぐらい意

味があるのかが分からない。それから，履行地に関して，債務の執行可能性という観点から

正当化する方もいらっしゃいますが，現在では外国判決の承認執行制度がある程度整備され

ておりますので，そういう観点では説明として不十分なのではないかと思っております。

それから，義務履行地の決定に関して，どうしても個別具体性が入らざるを得ないのでは

ないかという観点です。例えば，契約の債務が売買契約のように簡単なものであれば結構だ

と思うのですが，複数の義務をお互いに負い合っているような場合には，そのうちのどの義

務履行地が我が国にあれば十分なのかということが不明確になると思います。それから，例

えば当事者が事前に合意しておいた履行地と別の履行地で履行してしまったような場合に，

履行地をどう考えるのかといったようなことで，個別解釈の余地がかなり大きいのではない

かと思っております。そういった観点からしますと，義務履行地管轄をあえてつくるよりも，

契約に関しては合意管轄と被告住所地で十分対処できるのではないか，あるいは，対処すべ

きなのではないかと考えております。この点，御意見をいただければと思います。

以上です。

○横山委員 今の古田幹事のお話は黙示的な法選択は排除するという御趣旨ですか。

○古田幹事 旧法例の時代には，準拠法について当事者の明示的な選択がされていない場合に

ついても，当事者の黙示的な意思を探求するという処理がしばしば行われておりました。し

かし，現行の法の適用に関する通則法においては，第７条では当事者の選択があった場合に

は当事者の選択に従って準拠法を指定することにし，従前の旧法例下の黙示的な合意の探求

で処理したような事例というのは，むしろ第８条のほうで処理するということになっており

ます。今回の案で出ている選択された地の法というのは，明示的な準拠法の選択がある場合，

すなわち法の適用に関する通則法第７条の場合を言うのであって，例えば法の適用に関する

通則法第８条によって準拠法が決まるような場合には適用がないと，そういう前提の条文で

あるかどうかを先ほど御確認したのが私の質問の趣旨です。

○横山委員 私は，法の適用に関する通則法第７条の規定は，いわゆる明示的指定だけの問題

ではなくて，黙示的な指定も含んでいる。ただ，その場合の黙示的指定というのは，かつて

の法例第７条で行われたような意味での黙示的指定ではないと思います。例えば，日本人同

士で消費貸借契約を結んでいて，現在は借主がアメリカに居住しているというような場合に，

当事者としては契約締結当時は純国内的な事案ですから，準拠法の指定などはだれも思い付

かない。当然，日本法だと思っていたというような場合，これは黙示的方法に従っていると

いうことになるのではないでしょうか。だから，義務履行地は日本法によることになり，そ

れで弁済の場所が決まるということだと思います。

○古田幹事 今，横溝幹事から御指摘がありました義務履行地管轄の問題というのは，予測可

能性という観点から当事者にとって不意打ちになる場合があり得るということだろうと思い

ます。この点については，例えば契約で義務履行地を決めておけば，そこで裁判があるとい
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うことはそれなりに予測できるといってもおかしくありません。それから，契約の中で，例

えば日本法を準拠法にすると決めておけば，日本の民法の原則は持参債務ですから，債権者

の所在地が義務履行地になって，そこで裁判をしますということを予測できなくもありませ

ん。

しかし，問題になるのは，契約の中で管轄条項も準拠法選択条項も入れていないような場

合に，黙示の意思を探求して，日本法が選択されているものというふうに認定するような場

合です。その場合に，日本の民法によれば持参債務になるので，債権者所在地に国際裁判管

轄がありますよというのは，当事者にとっては少し不意打ち的なところが強いのではないか

と思います。そういう意味では，黙示の準拠法選択がある場合にも，それによって指定され

る義務履行地に国際裁判管轄を認めるというのは，決めの問題かもしれませんけれども，少

し広いのかなという気はいたします。

○横山委員 要するに，黙示の法選択というのはどの範囲で規定するかということで，それは

法の適用に関する通則法の第７条と第８条の関係をどうとらえるかで決まる問題だと思いま

す。

○手塚委員 義務履行地のところは，日本弁護士連合会の内部で議論をする検討会みたいなも

のがありまして，そこで出てきた議論としては，契約に義務履行地が定められていれば，そ

の場所にある裁判所が国際裁判管轄を有するというのはいいけれども，日本法だという準拠

法が書いてあるだけで，日本法によれば，古田幹事がおっしゃるように，持参債務なのだか

らという二段階のところで，日本を義務履行地として選んでいるではないかということで本

当に認めていいのだろうかという議論がございました。義務履行地としてはっきり書いてあ

るときだけにすべきだという人もいました。

そこでの一つの議論として私が申し上げたのは，今回，立法した場合にさかのぼるかどう

かという問題がございまして，手続法というのは昔の契約であっても，今回，管轄規定を変

えれば，提訴時点で管轄を判断すると思うのです。実務では，旧法の考えにのっとって，義

務履行地の，はっきりかかわらないけれども，日本法だから義務履行地は日本になるからい

いではないかという前提で契約している例は結構あります。その期待を今さら引っ繰り返し

ていいのかというところもあって，結果的には，義務履行地そのものが書いてなくても，準

拠法の選択がはっきり書いてあればいいのではないかという説のほうが強かったです。

ただ，そのときに明示のもの，それから，日本人同士だとか，かなりはっきり黙示の選択

がある場合はいいとして，法例とか法の適用に関する通則法の適用によってはじめて準拠法

が決まる。その決まった準拠法で持参債務だからという，二段階でやるのはやはりよくない

のではないかという考え方が強かったです。それから，契約上の請求に限るべきだというと

ころは，検討会では随分議論したのですけれども，不当利得とか不当行為について過剰管轄

がかなり問題となって，基本的には特段の事情で全部処理していたので，今回，契約に限る

というのは，私はそれでいいと思いますし，日本弁護士連合会でもそれでいいのではないか

という意見が強かったです。

○髙橋部会長 昔締結した契約の問題だけであれば，美しいか美しくないかは別として経過措

置でもできるのかなという気もいたします。でも，トーンとしては，義務履行地を決めた場

合は問題ないけれども，ほかにいくときには疑問が多いというのは……。

はい，道垣内委員。
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○道垣内委員 趣旨の確認なのですが，先ほど横溝幹事からもお話がありましたけれども，複

数の義務があってその履行地がバラバラになり得る，あるいは，そのことを明記しているよ

うな場合において，請求に係る義務ではない義務の履行地においても，それが日本にある場

合に日本に管轄があるのかということなのでしょうか。今の書き方からすれば，どの義務履

行地でもよいように読めますが，他方，研究会の報告書の方は，読み方ですけれども，限定

しているようにも読めます。

これは解説にも何も書かれておりません。この点をどう考えるかですが，義務履行地管轄

がすごく広く使えたほうがいいのか，それとも契約なのですから，管轄合意をすることもで

きたはずなので，あえて合意管轄をしていない場合に，義務履行地管轄を認めることは，そ

こで裁判されるのもやむを得ないという場合に限定して定めればよいのかという問題です。

そのことは既にこの案にも「そのように定められている場合」とか「準拠法が選択されてい

る場合」と限定していますので，使えない契約も幾つも出てくるという点では限定するとい

うなので，そこをさらに進めて，請求に係る義務の履行地が日本にある場合というふうにす

るのも一案かと思います。もともと，どういう趣旨だったのかをまず確認させていただきた

いと思います。

○佐藤幹事 文言をどうするかは別にして，国内の管轄の規定に関する注釈なり解釈を前提に

しており，その解釈を変えてこの資料を作成しているものではないということでございます。

私どもの理解では，双務契約などの場合には，請求に係る債権で見るというのが一般的な理

解かなと考えておりますので，それが前提となっているものでございます。ただ，書き方と

して，そういうことを前提にした場合に文言としていいのかというところは，更に検討の余

地があるかもしれないということは，おっしゃるとおりかなと思います。

○山本(克)委員 今の点ですが，②の「当該」という言葉が，契約にかかるのか債務にかかる

のか，一義的ではなくて，かつ，説明のほうも一義的ではないので，そういう趣旨であれば

御工夫いただければと思います。

○髙橋部会長 横山委員，どうぞ。

○横山委員 我が国は国際物品売買契約に関する国際連合条約という条約を批准いたしまして，

その第５７条に買主の支払履行場所というか，金銭を支払う場所は売主の営業所所在地とな

っているわけです。この条約の第５７条の理解として，今までの締約国の間ではこの第５７

条の規定というのは管轄権を規定する意味を持っているのだと，これまでの理解としてある

のであれば，おっしゃったように履行地として決めたときだけ管轄権の基礎となり得るとは

なかなか言えないのではないでしょうか。

一般的に締約国法が準拠法となり，あるいは，原則としてよほど排除しない限りは国際物

品売買契約に関する国際連合条約も売買契約には適用されるということで，一般的な締約国

の多くの当事者は管轄権もこの条約の第５７条で決まるというふうに取引がなったときには，

準拠法で義務履行地が決まるんだと。特に契約の中で義務履行地を，甲国，乙国というふう

に断らない場合にも， 終的には準拠法で決まることがあり得ると考えるべきではないかな

と思うのですけれども，解説書などは当然のごとく第５７条は管轄権を規定する意味を持っ

ているとなっておりますので，このことをどのように考えるかということも考慮に入れない

といけないのではないかと思います。

ちなみに，参考例でＢが所有する自動車をＡが売った，そして解除したという例も，国際
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物品売買契約に関する国際連合条約が適用される場合には，いったん解除してしまうと，解

除後の義務履行地について第５７条のような規定がありませんけれども，解除したら売主と

買主の立場が逆転しまうということで，今度は買主の営業所所在地が代金相当額支払地にな

ってしまうので，不当利得の場合と同じ結果になると思うのです。だから，この例はこの条

約の適用はないという前提で書かれているのだろうと思います。

○始関委員 手塚委員に教えていただきたいのですが，日本弁護士連合会での御議論で，法の

適用に関する通則法に引き直せば，第７条による明示の選択の場合はそこで定められた法に

よる義務履行地でいいけれども，そうでない場合，従前，黙示と言われていたものはまずい

だろうという御議論が強かったというお話ですけれども，法例の世界では黙示になっていた

ものを，法の適用に関する通則法では，第８条をつくったわけです。手塚委員も当時メンバ

ーになっていただいたわけですが，実務上不透明な形で具体的妥当性を追い求めて黙示の合

意というものが使われすぎていた嫌いがあったので，それを合理的な形にするということで

第８条の規定を設けて，密接関連地で決めるということにしたわけです。

そうだとすれば，明示の合意を契約書に書いてなくても，その場合は 密接関連地で決ま

るわけですので，その 密接関連地法による義務履行地を管轄原因にしても，法の適用に関

する通則法をつくったときの認識では，予測可能性は害されないということだったのではな

いかと思うのですけれども，そのあたりの日本弁護士連合会での御議論というのはどのよう

な感じだったのでしょうか。

○手塚委員 密接関連地と推定規定でこういう場合はこうだと少し複雑になっていると思う

のですけれども，議論としては，日本法だと書いてあるのならば，それは持参債務だと書い

ているのと同じではないですかと。ところが，例えばその契約の外部要因で，この契約はど

こと も密接な関連があるというところから，準拠法が日本の法令によれば出てくるような

場合に，そこで日本の法の適用に関する通則法だったら日本法が準拠法になるのだからとい

う理由で，この義務履行地管轄を認めて本当にいいのだろうかというところには疑問があっ

たと。つまり，それはどこかで切らなければいけないと思うのです。いったんそういう法例

あるいは法の適用に関する通則法の規定による当事者の合意ではないけれども，契約の性質

から出てくる法の適用に関する通則法の適用の結果として適用されることになる，あるいは，

決定されることになる準拠法によれば義務履行地だというのは，それを全部認めた上で特段

の事情で絞っていくというのは若干広すぎないかという議論です。

もちろん，おっしゃるとおり，旧法だったら黙示の合意だと言いそうなものの中に，不動

産などで 密接関連地法だというのもあると思います。確かに法の適用に関する通則法だか

ら 密接関連地が推定されてそっちにいくのか，それとも不動産取引だったら物件所在地で

いいのかとか，そういうのはあると思うのですけれども，どこで切るということをすべての

法の適用に関する通則法の条項について，これはいいけどもこれは駄目だというアプローチ

よりは，ここで義務履行地として出てくるものは日本法だというふうに明示，ないしは，昔

みたいな意味ではないけれども，当然それは当事者の意思として日本法を選んでいるという

場合までではないかなと，そのような感じの議論ですね。

○古田幹事 若干補足をしますと，準拠法選択の場合には，当事者の明示の合意がない場合で

あっても，だから準拠法が決まりませんというわけにいかないので，何か一つ必ず準拠法を

決めなければいけないわけです。そういう意味で法の適用に関する通則法の第８条の規定と
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いうのは意味があるわけです。これに対して，義務履行地管轄が問題になっている局面とい

うのは，外国にも管轄裁判所が存在することを前提として，それにプラスして日本でも国際

裁判管轄を認めた方が良いのか否かという状況なので，準拠法選択の場合とは問題状況が違

っているのだろうと思います。

日本でも国際裁判管轄を認めていいのかどうかというときには，被告側の期待可能性とい

うか，予測可能性の問題を考慮する必要があります。義務履行地が日本であることが契約上

明示されていれば，その契約を巡って日本で裁判が行われることは当然予測できただろうと

言えるかと思います。それから，契約で準拠法を明確に指定しているのであれば，その準拠

法をきちんと調べて，例えば日本法によれば持参債務なのだから，日本に義務履行地がある

ことは事前に分かったはずであり，日本で裁判が行われることも一定程度は予測可能であっ

たということは言えるだろうと思います。ただ， 密接関連地法という形で日本法が決まる

ような場合には，当事者が明示の準拠法選択をしてないわけですから，もちろん事前に日本

法の内容も調べていないわけです。そのような被告についてまで日本で裁判をすることを覚

悟しておけというのは，やや酷なのではないかというのが日本弁護士連合会での議論の前提

にあった考え方です。

○髙橋部会長 義務履行地自体が明示的に契約で定まっている場合については，それはそれで

いくと。当該契約において準拠法が定められていたときの義務履行地については，この辺か

ら少し灰色にはなりますが，ある程度認めていい。しかし，法の適用に関する通則法第８条

ぐらいになると日本弁護士連合会としては疑問があると，これぐらいは確認できました。

さかのぼりまして，契約に基づく，契約に限るという点はよろしいですか。一番 後の義

務履行地を認めるべきかどうかということはもう一回議論をしますが，認めるとした場合の

話ですが，契約に限定する。現行法かどうかが難しいところですが，現行規定よりは狭まり

ますが，それは大体よろしいですかね。

そうしますと，８ページの上に記載されている契約に関連した不当利得又は事務管理につ

いては，この辺は解釈論かもしれませんが，これも含むという理解でしょうか。横山委員か

らは条約との関係で違うということでしたけれども，それはそれとして考え方としてはここ

も入るということでよろしいのでしょうか。

○山本(弘)委員 実質に反対はしませんが，それは義務履行地の条文のどこから読めるのでし

ょうか。

○髙橋部会長 「基づく」でしょうか。

○佐藤幹事 ここは注に入れて御議論いただくということですので，入るということになりま

すと，それを前提として書き方を考えなければいけないものだと思っております。今の書き

方は，契約に基づく請求というのは本来の請求権を前提としており，さらに，債務不履行に

よる損害賠償を②で提案させていただいております。給付関係の不当利得につきましては，

御議論いただいた上で含めていくということになりますと，それをどう反映していくかとい

うことになろうかと思いますので，今の案には含まれているものではなくて，ここで御議論

していただくために，注として記載させていただいたということでございます。

○髙橋部会長 そのような前提でいかがでしょうか。

はい，道垣内委員。

○道垣内委員 先ほど私が確認させていただいたことが明確になったかどうか分からないので
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すけれども，契約に書いてある義務履行地，その義務に係る請求に限るということであると，

不当利得の義務履行地を書いているはずはないです。請求とその請求に係る履行地との関係

が，あるところでは緩め，あるところでは厳しくするのか，あるいは全体として緩やかにす

るのか，あるいはこれは諦めるのか，どれかに決めないとうまく説明できないように思いま

すが。

○髙橋部会長 道垣内委員としては不当利得，事務管理は広すぎると。

○道垣内委員 いやちょっと……。

○山本(克)委員 給付利得の場合や解除に基づく原状回復の場合に，契約に条項が明示的にあ

るのに，それを排除するというのはどうなのかなという気が私はいたしております。特に解

除の場合ですと，原状回復についてはそういう条項が入っている可能性は結構あるのではな

いでしょうか。ですから，それを排除する理由がほかの法定債権を排除する理由が予測可能

性を害するという点にあるのだとすると，少なくとも明示的に義務履行地が定められている

場合，原状回復義務及び給付利得の返還請求義務について書いてあれば，それはここに載っ

てくると考えて何ら不都合はないと私は思うのです。

○山本(弘)委員 それは契約に基づく義務ですよね。法定債権という位置づけ自体がもうなじ

まなくなっているような気がしますが。

○山本(克)委員 それは違うと思います。原状回復が法定債権の濫用になってしまいますけれ

ども。

○古田幹事 今の点ですけれども，現在の案文ですと，「契約に基づく請求権」となっておりま

すので，この文言を普通に解釈しますと，請求原因が契約の請求であるということになりま

すから，不当利得は請求権としてはこの条項に当たらないということになるかと思います。

もし契約に関連する不当利得も入れるのであれば，条文としては，例えば「契約に関連する

請求権」というふうにしてみるということになるのかと思いますが，それが本当にいいのか

どうかというのは私も決めかねるところではあります。

○髙橋部会長 表現は 後に，「契約に基づく（何々を含む）」という，書き方もいろいろ工夫

はあると思いますが，実質として自動車を引き渡したのに代金を払わないので解除したと。

このときにもともとの自動車の引渡地でできるか，ここはどうでしょうかね。古田幹事の感

覚としては。

○古田幹事 感覚的にはできてよさそうに思います。要するに，自動車引渡と同等同質，ある

いはそれが転化した請求権ということであれば，自動車の引渡地で訴訟ができたほうがいい

のかなという気はします。

○髙橋部会長 はい，道垣内委員。

○道垣内委員 今の説明ですが，車は渡したけれどもお金を払ってくれない場合であれば，代

金の義務履行地になるのではないですか。

○髙橋部会長 ああ，そうですね，誤解していました。

○山本(和)幹事 その場合，代金になるのですか。契約を解除して車の取戻しをするわけです

よね。

○髙橋部会長 読み間違えました。解除して，車の引き渡し，返還ですね。

○山本(克)委員 私は前提を取り違えていたようで，原状回復義務そのものについての義務履

行地が契約上定まっている場合に，その当該義務履行地でやるべきだと私は先ほど申したの
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であって，本来の義務の話ではないというつもりでいたのですが，道垣内委員は違うお考え

だと。私は同じことを考えていると思っていたのですが。

○道垣内委員 山本克己委員がおっしゃるところとは同じです。契約に書いてあればもちろん

結構です。ただ，今の話についていうと，予備的請求の場合もあり得ます。代金を払えとい

う請求をした上で，払えないのだったら解除して車を戻せという予備的な請求をする。客観

的併合による管轄の問題になりますが，しかし本来的な請求のほうが成り立たないかもしれ

ないけれども，とりあえずそれを出しておくことによって，予備的請求についても管轄が認

められるということになる。このように，客観的併合で説明できるときはそれでいいのです

が，そのような場合でないケースとして，適当な例は直ちに分からないのですが，いかがで

しょうか。

○山本(和)幹事 その前提ですが，それは不当利得返還請求権について事前に義務履行地の合

意があるという場合にも拡張すると。そうすると恐らく不法行為もそうなのでしょうね。事

前に不法行為に係る損害賠償義務の履行地についての合意がされていれば，それを否定する

理由はないですよね。

○山本(克)委員 取引的不法行為であれば，そういうのを事前合意で……。

○山本(和)幹事 あり得るということですよね。

○山本(克)委員 はい。

○山本(和)幹事 それは別に契約上の請求権に限らず，請求権一般について事前の合意が履行

地についてあればということですか。

○山本(克)委員 はい。

○山本(和)幹事 あるいは，準拠法の合意もそうなんですかね。

○山本(克)委員 準拠法の合意はちょっと，そこら辺についてはどうかという……。

○髙橋部会長 ここはまだ煮詰まってませんね，もう少し検討して改めて出しましょう。

○山本(克)委員 義務履行地で金銭債務のときについて，隔地的な送金手段というのが多数ご

ざいますので，何か解釈のガイドラインのようなものがあればと思います。金銭債務につい

ては，裁判所に「あとは考えてください」というのは裁判所に対して酷なような気もいたし

ます。確かヘーグ国際私法会議では金銭債権は除こうという議論があったと記憶しているの

ですけれども，それだけ金銭債権というのは個性が乏しいからだとそのとき議論されていた

と記憶しています。ですから，ヘーグ国際私法会議で議論されたような立場をとるかどうか

というのもひとつ考えなければいけない問題ですし，金銭債務も同じように取り込むのだと

するのであれば，解釈の目安になるようなことを少し考えておいたほうがよいのではないか

なという気がいたします。

○道垣内委員 補足いたしますと，ヘーグの条約の読み方については前回もお話をしましたけ

れども，アメリカを含む多くの国が飲めることしか書いていないので，金銭債権が抜けてい

るのだと思います。アメリカの考え方によれば，もともと義務の将来の履行予定地というだ

けでは，その地とはサブスタンシャルな関係があるとはいえず，対人管轄の根拠にならない

ということになります。ですから，義務の一部か全部を履行していれば，その地との関係が

生じているので，その履行について不満という場合に管轄を認めてもよいということになり

ますので，ヘーグ条約は物とサービスについて全部又は一部の履行をした場所に管轄がある

という，大陸法と英米法を重ねたような条文になっているわけです。したがって，それは日
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本での立法に必ずしも参考にならないのではないかと思います。

○髙橋部会長 ②のほうは事務管理，不当利得よりは契約に近いのですかね。ここで特に御発

言はいかがですか。

そうしますと，冒頭のそもそも義務履行地管轄を置くのがよいのかどうかという横溝幹事

が出された問題ですが，いかがでしょうか。

○古田幹事 これは感覚的な話かもしれませんけれども，国内土地管轄の原因としては義務履

行地が規定されているわけですし，これまでの国際裁判管轄の原因として義務履行地を挙げ

てきた判例も何件か存在していますので，今回の立法でそれを完全に否定してしまうという

のは，やや行き過ぎではないかなと思います。義務履行地を国際裁判管轄の原因とした場合

に，その結果が不当なものについては，特段の事情で調整をするという処理の方法も残って

おりますので，今回の立法では義務履行地の管轄原因というのも規定しておくほうがよいの

ではないかなと思います。

○髙橋部会長 道垣内委員。

○道垣内委員 ヘーグ国際私法会議で議論の対象になったのは，ある国から歌手を日本に呼ん

でステージを何回かやるという約束をしたにもかかわらず来ない場合，契約の中に義務履行

地は日本であると書いてあるときには，約束した地である日本で裁判できるかどうかという

仮設例でした。アメリカ的な考え方をすると管轄はないはずだというのに対して，ヨーロッ

パの人は「待っていたのですから，ここでやってください」という主張はできるはずだとい

うことになり，対立があります。このような事例について横溝幹事はどうお考えになるかを

伺いたい。

○横溝幹事 管轄はないのではないかなと思いますが。

○髙橋部会長 これも 後に大きな決断ですが，古田幹事が言われるように，あるいは，日本

も基本的には大陸法的な発想なのでしょう。当面は残しておくということで作業を進めます

が。

ほかに，義務履行地に関しまして，いかがでしょうか。

特にないようですので，次の手形又は小切手の支払地の説明をお願いいたします。

○小島関係官 それでは，御説明させていただきます。資料は，９ページからになります。

手形又は小切手の支払地の特別裁判籍については，そこに書かせていただいているとおり

の規律を提案するものであります。

理由としましては，手形・小切手が国際取引においても支払・決済手段として利用されて

いるということが挙げられると思います。

１０ページの（注）に書いてあることの補足ですが，国際取引では決済手段として，信用

状がよく使われているということでありまして，信用状について特別の裁判籍を設けるかど

うかということを考えたのですが，結論としては，そこに書かせていただいているとおり，

特段の規律を置かないとすることでどうかという御提案をさせていただいております。

以上です。

○道垣内委員 一点だけ。これは義務履行地の管轄では読めないとのことですが，どこがはみ

出すのか教えていただければと思います。

○始関委員 これは国内管轄のところで言われていることですが，手形・小切手の支払地で全

部決める，つまり手形上の債務者というのは，約束手形であれば振出人，為替手形であれば
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引受人が基本的な債務者ですけれども，ほかに担保責任を負う者，裏書人がいるわけでして，

裏書人の債務も支払地になると，そこに意味があるとされていると思います。

○髙橋部会長 管轄を一つにまとめるということですかね。まあ，読み込めるのかもしれませ

ん。その場合には，解釈論としては注意的に規定したということになるかもしれませんが。

それでは，今日の 後になりますが，財産所在地についての説明をお願いします。

○小島関係官 財産所在地の特別裁判籍については，部会資料８の１０ページからになります。

ここでは，三つの規律について提案させていただいております。

まず，本文①の規律ですが，これは請求の目的の所在地の特別裁判籍を認めるという提案

であります。

②については，請求の担保の目的の所在地について特別裁判籍を認めるか否か，甲案，乙

案で分かれているところであります。ここは両論併記ということで複数の考え方を提示させ

ていただいております。

この②に関して，１１ページの真ん中よりやや上に（注）がありますが，乙案を採って，

担保の目的の所在地の特別裁判籍を認めた場合に，その担保を物的担保に限るか否かについ

て論点がありますので，御議論いただければと思います。

次に，本文③の規律でございます。これは被告の差押可能財産が日本にある場合に，特別

裁判籍を認めるかどうかの規定でございまして，本文③の規律については，金銭の支払の請

求を目的とする訴えに限定した上で，特別裁判籍として認めるという規律を提案させていた

だいております。ただ，この点に関しましては，１１ページの下の（注）に書いてございま

すが，過剰管轄ではないかという考えがありまして，いろいろな要件で絞っていく考え方や，

そもそも差押可能財産の特別裁判籍を認めないという考え方もあるところでございまして，

この辺を念頭に置いて御議論いただければと思います。

（参考）については，条約の規律が１１ページの１にあり，１２ページに２としまして，

現在の国内の民事訴訟法第５条第４号の規律の由来等を記載しております。

それから，資料には書いてございませんが，財産所在地についても裁判例がかなりござい

ますので，その裁判例を三つほど御紹介させていただこうと思います。

一つ目が東京地裁の昭和３４年６月１１日の裁判例でございます。これは，財産が若干の

商品見本などであって，それが本邦内に存在したのは偶然の結果に近いということなどを理

由として，管轄を否定した裁判例です。

二つ目としましては，東京地裁八王子支部の平成３年５月２２日の中間判決であります。

これは，請求とは関係ない被告の不動産が日本にあることに基づいて，財産所在地の裁判籍

を認めた上で，被告と日本との関連性が強いということなどから，管轄を否定すべき特段の

事情もないということで，管轄を肯定した裁判例です。

三つ目は否定例でありまして，東京地裁の平成１５年９月２６日の裁判例です。請求とは

関係ない被告の商標権が日本にあるということで，財産所在地の裁判籍を認めた上で，ハワ

イ州法が準拠法になることから，管轄を否定すべき特段の事情があるとして，否定した裁判

例であります。

説明は以上でございます。

○髙橋部会長 それでは，財産所在地につきまして，御審議をお願いします。

○古田幹事 ③の差押可能財産の問題ですけれども，研究会の報告を見ますと，日本で後日債
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務名義を取得して強制執行する必要性があるので認めたほうがいいのではないかということ

なのですが，疑問が２点あります。一つは訴え提起時には日本国内に財産があるかもしれな

いけれども，その後，訴訟係属中に被告が財産を処分してしまって，債務名義が出た段階で

は存在しない場合もあり得ると思いますが，そのような場合には所期の目的を達成できない

のではないかということ。それから，もう一つは，日本で債務名義を得なくても，外国で本

案判決を得て，それが日本で承認されるのであれば，それによって日本に所在する財産に執

行することも可能ですので，③というのが目的との関係でどれほど必要性があるのかという

ところがやや釈然としないところです。

○佐藤幹事 どれほどの必要性があるのかというところは，研究会の段階から御議論になって

いるところではございます。ただ，訴え提起時に財産がある場合に，その後，処分する場合

のみとは限らないということと，承認執行の手続までとるというのは非常に迂遠で手間がか

かることは事実だと思います。そういう意味では財産所在地，差押可能地に管轄を認めるこ

と自体は意義があるのではなかろうかと考えて，御提案申し上げているところでございます。

○古田幹事 例えば，１万円の財産が日本にあるので，それを管轄原因として１０億円を請求

する訴訟を日本で提起した場合に，１万円の財産の存在を原因として日本の管轄を認めると

いうのは少しおかしいような気もするのですが，その点は特段の事情のほうで調整をすると，

そういう処理を想定されているのでしょうか。

○佐藤幹事 そこは正に御議論があって，今回，注の中でその点をどう考えるかということを

御審議いただければと思っております。請求と財産の均衡を要求すべきだという考え方もあ

るとは承知しておりますし，先ほどの商品見本市の事件は，財産価値はそれほどないもので

管轄を認めているという実例もございますので，制限をかける必要があるのかないのか，か

けるとすればどのような要件がふさわしいのかということを，注で問題提起をさせていただ

いているところでございます。

○髙橋部会長 古田幹事が言われた財産がなくなってしまうということに対しては，４番目の

仮差押えをしていることを要件とするということに近づくわけですが。その辺はあうんの呼

吸で読み込むので，条文上要件とまでしなくてもいいのではないかという考えもあるという

ところでしょうか。

はい，手塚委員。

○手塚委員 財産所在地管轄というのはいろいろな議論があると思うのですが，③について申

しますと，国内法の規定をそのまま使うと過剰管轄になりかねないタイプの規定であると思

うのです。ただ，実務的には，日本にいない被告だけれども，日本に不動産を持っていると

か，そういう場合にまず仮差押えをして，財産所在地管轄だということで，日本で訴えると

いう例は結構ありますし，私も若いころ，ハワイ居住の日系人同士の争いで，たまたま日本

に家屋を持っている人がいて，仮差押えになって管轄が認められた例があり，随分広いのだ

なという印象を持ったことがありました。

その例では特段の事情ということでは切られなかったのですけれども，特段の事情で切る

ことは当然あり得るという前提で認めるのはいいと思います。全く駄目だというのは，今ま

での実務をかなり変えてしまうと思うのです。例えば，特段の事情を典型的に認めるべき場

合としては，日本で事業活動をしていないけれども，特許権とか商標権を持っているという

外国法人はたくさんあって，これは差押可能財産なんですよね。そのうちの一つを仮差押え
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して，費用的には大したことないのですけれども。本来だったら本国で訴えるべき請求につ

いて，全部日本でやるというのはどうかなという気がするので，特段の事情を広く認めるの

はよくないけれども，今みたいな場合は典型的な場合かというのがあります。

それから，少ない財産の所在をもってもっと大きな請求まで管轄を認めていいかというこ

とですが，金銭評価をするといつの時点なのかとかいろいろあるので，それは無理だろうと。

つまり，差押可能財産の範囲で執行できるという考え方は無理かなと思うのですけれども，

日本国内でしか執行できないというのは，特に間接管轄のことを考えると，そういう制度も

あり得るのかなとは思います。先ほどの例でいうと，日本で差押えに成功した，財産は１０

０万円ですと。でも，１０億円の請求で，基本的には海外絡みの請求でしたというときに，

日本国内だけ執行できますよという制度は，制度設計としてはあるのだろうけれども，かな

り突っ込んだ請求ですよね。諸外国に例があるかと思いますけれども，執行法上どういうこ

とにするのか，特段の事情で切るだけでいいのか，それとも日本国内だけで執行するという

ところまで含めて制度設計するか，考えはいろいろあるのかなと思っています。

○山本(和)幹事 私も，今，手塚委員が 後に言われたことに賛成で，結局，過剰管轄になり

かねないものがあることは確かで，特段の事情で切らなければいけない場合もあるけれども，

これが有用な場合もあることは確かだと思うのです。ただ，そこでされた判決が外国にも効

力が及ぶということはあまり相当ではないような感じがするので，それをうまく間接管轄の

ところで，そういうようなものが管轄原因とならないようにすると。そうすると，一見，日

本は外にだけは行くけれども，中には入れないという，略奪主義と言われますけれども，そ

ういうふうにも見えるけれども，それで日本も外に出すつもりはないんだと。外国はそれを

承認しなくて結構ですよというようなメッセージの趣旨で，それが書けないのかと。

国際倒産は，私の理解ではそういうふうにしたのだと思うのです。国内破産管轄は財産管

轄を認めていますけれども，承認援助については財産管轄は認めておりません。しかし，そ

れは日本の財産管轄に基づく破産手続の効力を海外に及ぼそうと思っていたわけではなくて，

もちろん及ばなくて結構ですと，外国が承認しなくても別に構いませんと，あれはそういう

前提のメッセージを発した規定ではないのかなと私は理解していて，そういうような形で同

じように裁判管轄も財産管轄のところも処理できないのかなと思っています。

○始関委員 前回私が問題提起させていただいた間接管轄と直接管轄が同じでなければならな

いかという問題に正にかかわる問題で，私も山本和彦幹事がおっしゃったようなことは考え

てもいいのではないかと思っておりました。それで前回そういう御議論をお願いしたのです

けれども，前回はどなたも支持者がなくて，今回は山本和彦幹事が支持してくださったので

非常に有り難いと思います。

○山本(弘)委員 明文の規定で「この管轄による外国裁判所の判決は承認しない」というふう

に書くかどうかはともかくとして，この財産所在地管轄というのが検討された条約，ブラッ

クリスト，ホワイトリスト，グレーリストの中で，ブラックリストに載っているというのは

我々も十分承知の上で研究会の報告書を出したわけで，これはもともと国際流通性のない判

決を，日本にいる債権者保護のために認めるべき場合があるので，これは欠かすことができ

ないということで，これを置いたということでございます。ですから，趣旨としては，含み

としては外国で出されたものについては間接管轄までこれで認めるというものではなかった

のではないかというのが，研究会に参加した者のそのときの議論の記憶でございます。ただ，
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条文としてどう書くかというのは難しいものがあろうかとは思います。

○髙橋部会長 横山委員，どうぞ。

○横山委員 外国判決を承認する用意があるのだから外国でやってらっしゃいというのは，相

互の保証のない大きな国が隣にあるのですから，それを前提にして議論をしないとおかしい

と思います。

○髙橋部会長 今日の御議論ですと，③を残すけれども，限定の仕方で，国内財産に限定をす

る，相続財産の範囲でなんていうのがありますから，判決主文でどう表現しますかね，「国内

財産の範囲で」と書くかどうか。そういう技術的なところはまた別途検討いたしますが，そ

ういう御意見が有力であったという理解でよろしいでしょうか。あと，逆に金額の均衡性は

技術的になかなか難しいという議論がございました。仮差押えを要件にするかどうかはまだ

残るのですかね。

差し出がましいのですが，そういうふうにまとめさせていただきました。

では，手塚委員お願いします。

○手塚委員 ②は，弁護士会で議論したときには， 初は皆さん，③をまとめるぐらいだった

ら，何で②を落とすのだろうという感じをお持ちだったのですけれども，検討会に参加して

いた立場で説明したのは，請求の担保の目的の所在地というのは，国内法的には人的担保も

普通は含んでいるので，保証人がたまたま日本にいるとどんな請求でも，主債務者，外国の

人に対して管轄が及ぶというのはちょっとおかしいですよねと。あと，物的担保でも物上保

証人の財産が日本に一部でもあると，担保されているどんな請求でも海外にいる人に対して

国際裁判管轄が及ぶというのもちょっとおかしいですねと。

だから，このままでは広すぎて，全部，特段の事情では広いのではないですかということ

で，議論としてはちょっと広いねと。だから，落としてしまっていいのかという，何も書か

ないということはどういう意味なのかというところがあって，落とすということは担保の目

的であるという前提での管轄は認めないということだと思いますから，落としていいかなと

私は思っております。

○髙橋部会長 １１ページの上のほうにもそのような記載があったかと思います。甲案がない

と，保証人を必ず被告にしなければいけないということになるのですね。そうでないと，単

独で主債務者が訴えられるかもしれないと。でも，それぐらいなら保証人も一緒にしても印

紙代が変わるわけではないでしょうから，というようなことが書いてあります。委員・幹事

の方，いかがでしょう，ここは割と大きな問題かもしれませんので。

○青山委員 請求の担保の目的物が日本にあるということは，債権者から見るとその担保にか

かっている期待が非常に高いだろうと思います。そこで担保の目的物があるところで裁判が

できるというのが今までの日本の考え方だと思いますけれども，それをこの段階で落とす必

要があるかどうかという気がします。やはりあってもいいのではないかというのが私の考え

方です。その場合に，先ほどの③との関係で，財産所在地で日本の国際裁判管轄が基礎づけ

られた場合の執行力が国内にとどまるかどうかという同じ問題が，先ほど山本和彦幹事から

提起されましたけれども，一般理論としてはかなり難しいことだと私は思っております。

管轄原因があって，そこできちんと裁判手続が行われ，被告の手続保障もなされた上で行

われた判決であれば，管轄という 初の段階が財産所在地だったからとか，それから，②の

乙案を採った場合も，担保の目的物があるということで始まったからといって，執行力を日
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本に限定しなければいけないということにならないと思います。今までの日本の議論は裁判

手続と強制執行手続を峻別するという立場でずっときており，裁判手続で債務名義が成立す

れば，その執行力は普遍的に及ぶということだったと思います。ここで一挙に裁判手続と執

行手続の峻別という従来の議論を転換していいのかどうかと。

そういうことをするのであれば，先ほど部会長が言われたように，判決主文の中にそうい

うことを限定するということであればあり得ると思いますけれども，そうでなくて，管轄が

こうなのだから日本でしか執行できないということを，法律でどこかに書くとすると，今ま

での日本の理論の転換を図らなくてはいけないので，かなり書きにくいのではないか，私と

してはそのような感じがいたします。

○山本(和)幹事 釈明ではありませんが，倒産の属地主義のようなことを，先ほど申し上げた

趣旨ではありません。効力は，観念的には外に及んでいるかもしれないけれども，諸外国は

それを承認しないだろうと。それは承認しなくても日本としては当然のことだと考えていま

すということで，判決の効力が外国に及ばないと，もちろん部会長が言われたように，それ

を判決の中で書くということは十分あり得ると思いますが。

○髙橋部会長 これは間接管轄のほうを危惧してのある意味では政策的な議論ということです

ね。

青山委員が言われた前段ですが，日本に担保があるなら日本について債権者は強い関心を

持っているはずで，そこで裁判ができることも関心の中に入っているのだろうと。現行法の

条文はそういう条文かと思いますが，そこについて御意見はございますか。

○山本(克)委員 確かに債権者は関心を持つのですが，債務者がそこで裁判を受忍すべきかと

いう点については，先ほど手塚委員から問題提起があった点があると思うのです。つまり，

物上保証や保証の場合の受託保証人，受託して物上保証を保証した場合には特に問題はない

と思うのですが，勝手に債権者と保証人あるいは物上保証人が担保権設定契約や保証契約を

結ぶような場合には，債務者はあずかり知らないところで管轄原因が生じてしまうというこ

とになりかねませんので，やるとしても，もう少し限定を加えないといけないのではないか

と思います。

○始関委員 限定というのは，例えばどのような限定なのでしょうか。

○山本(克)委員 難しいからやめようということがあるかもしれません。

○髙橋部会長 これは条文に書けないかもしれませんけれども，委託を受けた場合とか何かと

いうことでしょうね。

○古田幹事 ②の条文にどういう固有の意味があるかという疑問なのですけれども，人的保証

の場合には主観的併合管轄という方法があるだろうと思いますし，物的な保証の場合にはそ

の財産が日本国内にあれば，③の財産所在地，差押可能財産の所在地ということでカバーで

きることが多いのかなと思います。ですから，③の判決について効力は限定して，②の場合

には限定をしないというふうに判決を分けるなら，②独自の管轄原因というのは意味がある

のかもしれません。そのあたりの考え方がはっきりしないなという気がします。

もう一点は，担保の対象が不動産の場合には担保物が移動するということはないですけれ

ども，動産担保をとった場合には担保物が移動する可能性がありますので，財産所在地，目

的物の日本国内の所在というのがいつの時点で要求されているのか，訴え提起の時点なのか，

あるいは，口頭弁論終結時なのか，という点を整理しておいた方が良いと思います。国内管
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轄の問題であれば訴え提起時を標準とするという民事訴訟法第１５条がありますが，一般的

に国際裁判管轄の問題というのは裁判権の存否の問題ということになりますので，口頭弁論

終結時という見解もあり得るところです。

○始関委員 二つ言われたわけですけれども，まず一点目の物上保証人の担保を③で賄えるの

ではないかという点ですが，③は被告の財産の所在地ですので，物上保証人は③では賄えま

せん。

次に，管轄の判断時ですけれども，それから裁判を進めるというのが管轄なので，訴え提

起時に決まっているのではないでしょうか。

○髙橋部会長 決まっているかどうかは，イギリスの立法は何とか以外は何でもできるという

ようなことわざもありましたが，その点は。③ではカバーできないですね，確かに。

○古田幹事 始関委員がおっしゃったのは第三者が物的担保を提供した場合ということですね。

○髙橋部会長 そうですね。

○古田幹事 確かにその場合には②の条文に固有の意味があると思います。ただ，管轄の基準

時については，国際裁判管轄についても訴え提起時を標準として判断した東京地裁の平成１

０年１１月２日判決というのがあり，それが実務家の一般的な理解だと思うのですけれども，

民事訴訟法の体系書や注釈書では，主権免除や裁判権免除は民事裁判権に対する人的制約の

問題，国際裁判管轄は民事裁判権に対する物的制約の問題という枠組みで整理されているこ

ともあります。そうすると，一般的な訴訟要件と同様に，口頭弁論終結時が標準時になると

いう考え方もあり得るように思います。裁判例を見ましても，例えば国際訴訟競合の場合に，

それを特段の事情で考慮するという考え方がございまして，訴え提起後の外国裁判の進行状

況というのも考慮して判断した裁判例も何件かございます。したがって，国際裁判管轄につ

いても訴え提起時を標準とするという見解が，本当に統一的な見解として裁判所に受け入れ

られているかというと，そうでもないようです。

○山本(克)委員 今の２点目ですけれども，それは国際的訴訟競合ですから，管轄以外の訴訟

要件の問題だと位置づければよろしいのではないでしょうか。それも含めて今回議論するこ

とになっていますけれども，理論上は分けて考えるということで，基準時は訴え提起時であ

るということにしておくほうが望ましいのではないかと思います。

○髙橋部会長 また②に戻りますが，③でカバーできない場合もあるという前提で，考え方が

はっきりしないという御指摘がありましたので，御意見を伺いたいと思います。

○山本(和)幹事 私は甲案でいいのではないかと思います。先ほど山本克己委員が言われた債

務者の利益から言えば，そういうような不当になる場合もあると思います。他方，債権者が

どうしてもこの所在地でやらないといけないかというと，これは物的担保に限った話ですが，

資料に書かれていますように，日本法上は被担保債権についての債務名義というのは必要な

いだろうと思います。

民事執行法上担保権の存在を証する確定判決に基づいて担保への実行がなされるというこ

とはあるわけですが，担保権の存在を証する確定判決というのは①になるのではないかと思

うのです。①でそれはカバーされるので，被担保債権自体について，担保目的物所在地で訴

訟をしないと，担保権者の権利が害される場面というのは想定できないのではないかと思わ

れますので，債務者に不利益がある場合が大きくて，債権者については特に訴えを認める必

要性はそれほどないとすれば，あえて特段の規律を置く必要はないのではないかというのが
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私の意見です。

○髙橋部会長 人的担保については，いかがですか。

○山本(和)幹事 人的担保は，先ほどおっしゃったように，保証人がいるというだけで主債務

者だけに対して起こせるというのは相当ではないような気がします。

○佐藤幹事 特に意見というわけではないのですが，この財産所在地の②で甲案をとった場合，

国内の規律では担保の目的の所在地で認めるけれども，国際裁判管轄の局面では認めないと。

その理由が一体何なのかということも問題になろうかと思うのです。もちろん移送が難しい

ということと，外国か日本かということでその負担も非常に大きいと思います。異なる扱い

をする理由というのは，山本和彦幹事のお考えでいきますと，そこら辺に求めていくという

ことになるのでしょうか，あるいは，国内で同様の問題があるという考え方もあろうかとは

思うのですが，そのあたりについて何かお考えがあればお聞かせいただければと思います。

○髙橋部会長 はい，手嶋幹事。

○手嶋幹事 国内の場合と国外，国際的なやりとりになってしまう場合とは，訴訟の運営面か

ら来る違いも出てくると思います。先ほど来の議論の債務者側，すなわち被告側の受忍とい

うことでいうと，例えば証拠が外国にあるという場合には，手続的に司法共助という形です

べて，外国の裁判所なりに頼んで証拠を収集しなくてはいけないということになってまいり

ますので，訴訟の期間が長くなることになります。訴訟を行うべき地を指定される立場の被

告の負担は，そういったあたりでも，国内の場合と外国とでは随分違ってくるのではないか

なと思っております。

○髙橋部会長 どうぞ，松下幹事。

○松下幹事 山本和彦幹事のおっしゃったことに理由をつけるとすれば，特段の事情による調

整が余りに事前に広く想定できる，量は質を変える局面なので，論理的にはもちろんどちら

もあり得るけれども，どちらか一つに決めなければいけないとすれば，乙案は不適切だとい

う仕分けが十分できるところではないかと私は思っております。

○朝倉幹事 先ほど手嶋幹事がおっしゃったことを若干敷衍して，イメージを持っていただこ

うということで言いますと，例えば財産所在地が問題になる②，③の場合には，被告は日本

にいないことが通常でございますから，送達から始まるわけです。領事送達，中央当局送達，

管轄裁判所送達といった種類があるのですけれども，実際にやってみると，短いところでは

平均して２か月ぐらいでできるのですが，長いところだと平均しても２１か月，約２年かか

ります。つい 近返ってきたのは７年たって返ってきたと。その国は今年もう一つ前にも同

じような例があって，５年というのもあったのですね。

訴状を送達するだけでそのぐらいになってしまうという実態もあり，また，証人が外国に

いるということになりますと，証拠調べの嘱託をするわけですが，その場合でもイギリス，

アメリカ，カナダといった先進国であっても，１年以上かかっているというのが実態でござ

います。そうしますと，日本でやるとなると，それだけの覚悟をしてやるという前提で管轄

を認めるということになろうかと思います。別に結論がどっちかという話ではないのですが，

実態を御理解いただいた上で，御議論いただければということで申し上げてみました。

○髙橋部会長 財産所在地に関して，相当議論は煮詰まったと思いますが，ほかに御指摘はご

ざいますでしょうか。あるいは，今日の全体について言い忘れたことの御指摘でも結構でご

ざいます。
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○中原委員 先ほどの信用状の件ですけれども，現在実態を調べておりますので，次回に考え

方を整理して御報告させていただきたいと思います。

○髙橋部会長 手形・小切手の支払地の１０ページの（注）のところですね。

ほかにいかがでしょうか。

それでは，次回の御案内等をお願いいたします。

○佐藤幹事 次回は，１２月１９日午後１時３０分からで，場所は，本日と同じ法務省第１会

議室にて行わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○髙橋部会長 では，本日の審議は以上でございます。どうもありがとうございました。

－了－


